
第'21雛：職蔑呼霧鑿蝋爵

業
、あ

4

ウ

。
且
■
６

凸
■
●
心

1

(主要記事）

第3回懸賞論文入選作品（＝席）

我が剛林野行政の軍製i施莱と．…”一・………．．.….､大崎六郎（1）其の具現方策について

× X×

國士の纈合開謹と林業技術者の課題････．.…･･････…．｡…･･大願喜子男〔11）
九州に於ける松喰患の問題････．｡…･･･…･･……･･･…･･･････井上元則（1の
× ××

天然生林に於ける湿度伐採と其後の經過に就て……･･･呑口信一α的

林木漉斑成長錘査定振關する一例…･…･･･……･････…･･･村田丈之助<22）
× ××

『新制高校林業教育調について思う．…･……･………代田正二（2⑨
× ××

森林手諏…･…･………･…………･………………成浮多美也（30）
質疑懸答……息….､……．..‘……….…….……….….…………..、崖蛙貧、

且2瓦

（30）

〔表3〕

－

1952年3月 肚團法人日本林業技術協會
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總 會開催通知

下記の通り本會第五回通常總會を開催致しますから會

員多数御出席下さい

祇團法人日本林業技術協會

◆

記

昭和27年3月27日(木)午後1時～2時30分

東京都千代田唾六番町番町小學校（本會前）

1．昭和25年度業務繩告並に收支決算報告

2．昭和27年度事業方針並に收支際算に開する件

3．役員改趣の件

時
所
的

1．日

2．場

3．主要目
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1

30周年記念式典
森林記念館落成披露式 畢行通知

下記の通り翠行致しますから會員多数御出席下さる榛

御案内申上ます

祗團法人日本林業技術協會

記

昭和27年3月27日（木）午後2時30分～4時30分

東京都千代田湿六番町番町小學校（本會前）

1．日時

2．場所

〆〆〆一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一

（おことわり）
p

會場の都合で日時の鍵更を見ました。御諒承願ますo ’
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奮森林法制定（明治40年）藍での林野行政
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源踏成法につながる謎林臨時措慨散の公布は､その繍蛮し
、

た現われにほかならない。た瞳、こうした流れの間に、農
地改敢を亜鮎におく農山村民主化の波紋が大きく影癖し

親のて､紳野鮒放の叫びさえ超I)、更には､國宥林の合理的誕
》作用醤の在り方も云冷されるに至った｡図宥ｵ織班業特別宙計

『、森藤も、今回成立を見た林蝿鋤法も‘，到達し得た一噸の紬
倣が 諭と肩えよう。
れを 林野行政は、形式的には、林野鴎の柵限として行なわれ
:つた

る作用種もある。しかしこの棚殴が､法治的･読括的・公
,べき
．i量的‘女化的なものとして行俄されねばならず､従って、
上に見て来た民意の動向の如きについては、今後もなお、

,るこ

つねに派大な關心惹柳わればなる＊し・・私は､課題把撮の
､た寵第二黙をこkにおきたい｡。
；の林か上る閣内における林野行政の迩穣を輪ずる鳩合にも、
I倉がそれが、11堺經済との脇迩あることもまた見逃せない。林

奉議野行致｣1の譜木法典とも言うぺき森林法が､結局は他動的
;ことな作剛によって、今回の或正を見る雁至ったとも考えられ

淋淡．ることからも、もはや多言を要す．蓋い。今次の大戦におけ

一一（1）－
1

〔一〕課題の把握
、

－，まえがき〃に代えて－､

林野行政が､変質的には､森ﾎ幟を恥bとする磯法規の

もとにおいて､その賭弧の目的を達せんがために『ずろ作用
廻あることは言うまでも厳い。從って、過去において、森

林珠はい力雌る鑑池的な定めお行ない、しかも林叫行政が

それ腱雅いていかなる鋤腿の定めをなして来たか。それを

見ることによって、このたびの森林法改正が必要となった

嚇然の鰯詰と、森林に野する今後の法治行政のおかろべき

蛾大の嬰蛾が、まず把掴できると思われる。

しかしながら、林野行政剛の主総は、國民の上にあるこ

とが肌恥かにされたことや､雁史的敗戦ととく,に州､､た寵

乏の剛民經濟をいかに回復するかということは、拙去の林

野行政を錠く批劉反省する椴浬をも生じた。職後の脳曾が

鍵識院において、、緊閲迩林に脇する沙鍾〃をたし、奉議

院にあっては、、國土保全に蝋する決議〃を行洗ったこと

は、紬染した圃民輿論の反映と見るべきであろう。刺ｵ錠

鄙
》



大崎：我が図林野行政の飛鮎施錐と其の具現方錐について
一一一一一

極めて随かに過ぎたいのであって、果して、行政上合理的

な施策がなされたか否かは、頗る疑問とされる。
る職勝園を、經済構雛的には、三つのグループに分けるこ

とができ憩う。一つは、米･英雨風を中心とする民主的茨

本主駿裡済諸罰であり、二は、ツ弧を中稜とする斌會主錠

經流諾鯛であり、そして､その三は､中園を代表とする後
池衝木主義諸閲（迩愉でないとすれば、いわ鵬楠民地的

段階に停迷する謝飢)である。これは､茨未主鍵疲達の一
定の段階における聡定の窓凝登もつものであり、こうした

客瓢悩勢の中におけるわが園の運命を兇鐘しつL，これ海

らの林野行政の在り方を決定ずけねばたらないという難か

しさを知る。銅ﾎ黄協iの澗渦がとく.に篭だしい麹〔に位慨

する以上、、原理〃にこだわらず､“f〃に即しつ上辿る

困難な箔が、しかも府來への榮光に通ずるものでなければ

ならない。課頤把概の鉱三として華げる理由がある。．

そこで我は、これらの捌鮎に立って耐明治測削から敗峨

に至る林藤行政の鍵遡を､森林法の公布及び改正期をそれ

ぞれ頂鮎とする波状として眺め、『古きをたずねる』こと

とする．これは、わが劃が､戦後の況蹴から耽け出て自立

的經済の方途を見出そうとする溺合､深く戒しめて過去の

失敗を操返す蓑L,とする園民感箭の狸鴎と、全く同燦であ

る。 ノ

そして、新憲法が、われわれの今後歩むぺき方向を肌ら

1か腱したように､林好行政における憲法とも職すべき森林

法今回の抜本的改正は泄過去の溌燕な邇穰と、現在差での

翻冷な主観的或は客捌的悩勢の集殻したﾖ職の最高頂酷で

あり､､その上に浮び上ってくる‘ものを、具髄的に抽出し明

示して行くことが、典えられた課魍への解答かと思う。私

は、以上の方法で稿を弛めることLしたい。

〔二〕過去における林野行政の推移と反省

（1）林野行政形成以前

郷川聯府が､大政溌来灘した結果､垂劉土は、一願政府
の手に蹄脇し鋤§､明治5年の地券制魔の般舩に綴い･て、
士j也官民有睡分と地鼠改正塵分とが行なわれた。即ち、私

法上の所有瀧毒腿めることによって、添乗の裂展を縮来に

期待するという明治新政の方針に錐いて、林野については

宮布地節三種と民布地赫一甑とを主職とまるいわゆる地所

侭祁の睡別がなされ､砿分那迩の疫施となつAoしかしな
がら、これが同時に、地穏賦繰の査定をも件なうものであ

ったため、民意の支持を得らｵむず、その拙行に多大の年月

註要したのである。

禰時として、か上る調張に籾溺の多いことは穂然であり

また･il:曾經満の針I漣による民捕の鍵化は、官民有鰄分に鋤

するW丁正を希望する鴎となって、ついに、肌治32年には

側有土地森林原野下展法話公布せざるを得なかった。しか
し、この法律の施行によって下戻申舗が併可されたものは

一『

１
１

’ 而稜(ND

2,0澱,127（10(L0％）

304,738（14.7％）

1,769,389（85.3％）

件數

20,675〔100.0％）

1,335〔6.5％〕

19,340（93.5％）’
申謂

許可

不許可

政府が、明治4年、いちはやく営林規則を定めて、図布
林に鍔しては、髄伐の鯛整･木材の利用魔分･特定間弧の

育成･行邇刷の保識･水源林の坂扱い蝉について|淵心左桃．

いながら、民有林に對しては､同年に､私有服の硴立潴削

提として、伐採の自由逹宣言しても､ろ。この見透しを映っ

た考え方が、自ら力測待する国有林の遮菅さえ順調に繼ま

ず、前記の圃有土地輔*原野下展法の公布と前後しては'二

めて、國有林野法の制定を見ることができたことになる。
卜

もつとも、絶れ以伽に、明治30年、森林法が雄一卜談簡

において成立はしているが、そのZ職は、保安林･森ﾎ畷
繁･森林犯罪におかれていた。このことは､林野行政上つ

ねに言われる閲土保全の必要性が､蕃嬢規制的なものとし

て、國民の前に示されたものと言えよう。私有糊の碓立と

いﾀ事蛮のMIには､笹林の監掛庭ついては､ほとんど茄砂
ところなき林"行政の変態であった動強本主義的な民有林

業の擬頭と､皇室中t窪まりな御料林の設定とが､このllil
鯨から犠然に謹生Fｻー ろ結果となった。

島田博士は、、林莱經濟〃節32蝋〔昭和・26年6月）の

、現代ﾎ隊渡遼史序髄〃の中に、擬本家的民鮴燦の勃興

期を、日澗鍬罰の頃よりとしで､次のような例を難げてお

られる。

企業家名l殿割に満手した班菜

擁友鎮|総壁隼頃"､別手綱岬i錨山林の翻撤
雛鐘鱸､誠山桃下げに伴愈い､鰯山#跡ド古河識

薦,麓織:鷺雪愚駕
蟻赫蒙鵬鱸懇椣綴『銅い寵､Ⅱ'0‘0町

三諜家|繍鑪蝋緊職懸錨…

《
Ｊ
ａ
－

「

ク

'一

＝

蓑た御料林の溌定浜ついては、次の如き諸設が､結愉と

して蜜を緒んだもの電あることはりjらかであろう。明治33

年の御料地及立木竹下付規径の如きは、閣有林の鋤奇にお

ける前述の下戻法と同様､蝋に､官民有鰯のj11継淀謝す
る訂正としての意漉しか認あられないものであった。

2〕－

、
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「公(岩魚典龍）は、更に進んで、宮
､明治桃業通史〃有山林原野を蕊げて抑樗地に編入し、

”園次鯛遮)辮豊裟鱗躯慧鱗堤
しと主張し･…．｡」

『｢森林は､主として天然の“E露
ものにして、細民の努力藍以て生出す
るものに非ず……。而も森林ば、澗泉

、林業回顧錐〃 の源となり、雲雨の木となり、土地を
（中村認六述） 潤し盤難を助くること謡げて言うべか

らず。其の凹近の民皆此の滋澱を被り
帝室を盆敬する念は、自ら共の心裏に
出生し来るべし｡」や

－ －－－－

かくして、林野行政の亟黙的施錐として縄たものは、剛

なる剛有林と御料林との搬充に維始し、棚かに、柵占蚕木

的民林業の自然的發生を見た以外は、秩序維持の美名のも
とに、林業擬典への芽生えは、ついに摘熟とられてしまっ

たのである。茨木を生欺仙ずべき原始的な蓄穣を、政府自
らの手中に牧めろこと力殿行されたのは、その識時として

は、或は溌然であったかも知れない。腐敗した封迎制度の

骸を脱して、外に向っても遥力な統一國家を形成しようと
した補勢が、かくせしめたの冠あろう。しかし鈷局は、こ

のことによって、農民の腱の解放と農莱生産力の通展とが

喪き狩来までの解き難い牒題として蕊つた大きな素因とも
なったのである。

（2）藩森林法制定（明治4()年）
までの林野行政

明治30年に､わが函最初の森林法が規定されたのであ

るから、その後約10年を經て、これが大柵に改正された

溺合､漁然に改正法と見るべきであろう。しかし航辮は、

既に述ぺた通り、駿行的な明治中揃までの林眼行j攻に､法
的摂盤礎與えたものに過ぎず､いわば法三章的左､更には
制裁的性格をもつものであった。

國有林野法の制定によって､､蝿林は､斑沸.剛渡.交
換･俊付･･糞界窪等の睡善韮齪力確立すると、面ちに、
閥有林Ⅲf特別紐職割嘩の慨手を見た。しかるに、民有林に

ついては、よ5やくその荒慶が間閣となり、明治40年に

至って、大改正による鞘細な森林法が､制定されたの巷あ

る。4年後に、ー 鄙改正はあったにせよ、その後は、昭和

14年の大改正を見るまで､約35年間、林野行政の維堆を

明示し級けたことから、立案瀧時の虹見なりとする見方も
あるのは、尤もであろう。

けれども、その職時にあっては、木獄の禰要は､未だ今

日の如き拶被多襟に瓦ろものではなく、またその数致駒少

く、従って、將来の木材需給に甥する飢察は、一般に、樂

烈的壱あったと考えられる。それ故に、林業の振興を咽え
或職林業思想の喚起に努めるにしても、主眼とするところ

は、林業の私錘濟的侭腫と剛土保宏的敷用逵にあった。そ

の瓶接的鋤胤となったものは、やはり･､･猫・僻を中心とす

Oろ鰍洲先進林業園からの影鍔にあったと信ずる。

派商主銭は、1611t紀から18枇紀にかけて､鰍洲諾閲の

採った經涜政錐であった。それと全く反對態想潮として、

17世渥中紫に盛頭した自由主義裡濟思想は、19世紀にお

いて、わが風丙にあって微ほとんど完全に、熊た剛際間に

おいても、暫くの間、優勢な錘済系統となった．従って明

治30年.(1897)頃までの行政的手段は、主として、愈商

主義の拘束からの解放でもあった愚前に見てきた民有林の

放任も、閣家の監督からの解放であったとする見解も、成
り立つわけである。

しかし、棋維な斗啄を封象として、經濟政紫を樹てL行

く遡合、必ずしも、指職思想の一つからの熟M砿すること

を許さない。自由主鍵思想腱従って、民有林業を除りに自
由にし過ぎた先進諸國が､新しき法律を湿布して、邇け難

い諜林の細分化を防ぎ、輩た荒鰹を予防せんとする、銅I§
を改める緬向を生じた。こうした過程をも含めて、ドイツ

ホ燦が、わが閲に緬入されたのであ為。

明治40年の森林法改正は、か上る反映として成立した。

橘時におけるわが罰の一般森林行政槻關は、し､まだ整伽さ
れておらず､従ってまた、政雄の見るべきものもなかった。

蝋かに岐阜縣が催れていたとはいえ、それとても、照に林

業班務を取扱タの罷庇に過ぎなかったのである。林野行政

の態勢整わずして、森剃法の大改革を断行したということ
は、叶哩なりとして蛍揚すぁとしても、まだ同時に、理想

主誕に走り、やLも未ろと、わが隊瞬鑛の歴史的性機を無

観する危険をも孕んだと評して、差支え左いかとも思うの
であ為。

（3）蒲森林法大改砿（昭和皿年）
主での赫野行政

かくして､改正された森林法は､次の如く多くの特徴を
もつものであった。

①森林の意義は、現状主燕に立脚する。

②民有林に鍔する雛督を厳にし、とくに事前監督方法
としての施業案及び事後雛督方法としての鑑林命令

に關する規定を設けた。

③保安林については、その錦入・解除の手綬及び調査
擬負掘に剛して明賊にするとともに､禁伐傑安林の

（3）



大崎：我が剛林野行政の蔽鮎鰄術と其の具現方策について －－
"‐

損潅揃償は、原則として政府が行なうものとする。

④繊林開盤は、闘士傑淡上必要な掛合に限り、制限ま
た瞳壌止する。

⑤総業用浬顎のため必要な土地の使用及び收用を認め
るc

⑥剰淋組合に慨して、その設立･抵鑑についての規定
を股けた。

⑦森林密虫の醗除･弧防に鮒3-る命令を出し得る。

このような脱般に豆ろ改正森林法密､林野行政面に活か
して行く場合には、自ら潴般の事悩を勘案して、菰黙約施
策力無られることLなる。こふでは､範園證一座内地に隈
定はするが､次に順を遡うて、その後の推移をふりかえっ
てみよう。4

年次｜諏鋤､策3噸｜摘 理

即ち、森林法改正と同時に、篭ず箔手したものは、特種

樹柧の識ド奨耐であった。というのは、わが國誤涜界が、
ようやく活溌ｲ跨るに從って、とくに工痩用乃至はXl蠕用
としての橘嬰が激崎したことに注目したからであった。し

かしながら、翌軋年及び43年の至函的大水害は、つい

に、治山治水〃の剛念を､弧<腿民力翻搬ｻー るこ4Lなり
その詰果は､第1期治水訓瞬謡蜜の涙足となったのである。

故に、その後に叙く林畷行政の亟鮎は、この國土保詮的計
認の一端としてなされたものの象であった。
その間において、節一次吐界大戦が勃謹した。わ力靭の

龍梁、ことに工業の亜展は箸るしく、林産物の俄秘珊加と

いり影霧となって現われて来た｡一貫した治水撤錐も、木
材濡給對錐を同時的に老賦せればならなL､段階におかれ
た。大正8年以降に見られる民間事業に對しての独極的助‘~
戒、とくに、以前より荒溌控だしいとさｵ1去亡いた公有林へj
の迭林促池が､諏鋤M錐として採り.あげられたのである。

しかし、やがでll上界經濟を脅やかしたものは、盤鐸慌

の嵐であった。タ蝿･の匪迫と相俟って､農山村に継鍵をも
T

つｵ犠鐵は､筵の規模の大小洲､わず､困窮に脳、した。
従来毒的立溺にのみ立っていた林野行政から、民有ﾎ{錐
の安定をいかにして求めるかという感慨への､若干の遊歩
が見えた。森林火災閲蹴呆隙法の公布は、その到逮し得た，
最頂黙のものである。

以上の如く、明治‘10年に醗騨的大改正を見た森林法悲
韮調としてとり来つた林野行政は、偶然にも時を梱じくじ
て世議となった、治水林業の磁立〃という軌迩を､30数年
の間､順棚に池むことが酒きた。そして、經蟹經濟的には

まず蚕鞠林から､雀ず鑑林挺緬からという具現方紫を選ん
だのであった．愛林思想低く、民棚思想華やかな時代にあ
っての林野行政の行き方としては、織雌もの．瞳あったと一

言えよう。こと淀、入會柵雛理と部落z何林野統一とは､法一

律的恨搬を得られないながらも、蒲々 と通行したことは、

林野行政の偉大な足談である。た壁、撤時の?識tには、町

村財政の碓立と關"大水譜の影審とからする支持のあった
ことを考角に入れねばなる悲い･霊た､緋野行政が､百年
の臘来に通ずろ施紫で謬るとすれば､幾たぴかの行政蕊理
に機って、屈しだ鮎少くなかった到畷は、そこに便に職力
なものを認めるにゃ史蹟譜せざる茜得ない。

森林法が、長い命脈を保ち脅謹のは、鋤なり、偶然的鍛
境に恵まれていたことに地よると言えよう。比較的顛訓な

足どiりを額けているうちIこ､昭和6年の識脚鍵勃謹を契
機として、わ力測は、次第に職時態勢をとりつLあった。

意識的にせよ、無意細りにせよ、この色彩に染叡りつLあ

藤:鷲:蹴巽蹴謹麓謹f蕊
一一〔4）一
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石。この改正によって、逝憾ながら、崩れるが如く、民狗

林業の自主性は失われ､林野行政もまた、完全に、軍圃主

義思潮の塵と燕ってし蓑つたわけである。

統一、そして､閣禰林事業雑別曾計制庇の笈施があつ．た

が、これはた階、敗戦と占領下溌面の悩勢が必然たらしめ

た一現鎮に過ぎない。

占領軍の深い理解、とくに互額のアメリカ對日扱助に亥

媛されつ上、わが脳は、よクやく經濟樫典への歩恐を見せ

て来た。國民生活に、次第に安定感を礎夫る庭つけて､對

薗雛的に、林認の荒溌がその度を増しつLあることを癒繊し

初めたのである。戦時中とは典つた意味において、しかし

依然として､林溌物に鋤する尤大な濡要に鯉に得ね侭､わ

が園の復興は期時できないという、森林の使命も明らかに

唯つだ。こ上に、これからの林野行政の飛鮎は、ル､かにし

て森林資源を保駁せしめるか時最大の命胆であり、その方

向に池むためには、いか腱して林柔竪誉を合理的nつ計識

的に遮管すべきか脾、具臘的脚題となって来たのである。

しかしながら、この駿遮を砿成したのは、あくまでも、

總司部の努力によるものであることを銘腿しなくてはなら

ないb林野鬮・全繊迩・騒識經醗者・圃曾凝員等の散發的

意見はあったが､混沌とした批曾箭勢のもと種は、何れｲ，

その見解が､綿来の称政を禅し得るものとしての支持は得

難かったのである。た唾、髄然に森林法改正へ錘総紬に至

ると藩眼した蝿合の全森迩の侭剥な態鹿と主張とは、たと

えそれが自らの組織への影轡を考えてのことkl7ても．熱
意のほどを、商<評値すべきであろう。

（4）敗賊までの林野行政v

昭和.“年の森林法改正の預殴は､替椋の監督と森林細

合關係とに集結された。前者徹、原則的には、施業案監掛

主義を私有林をも含めた民有林全般に採Ⅱ』したもの玉あ
り、後瀞は、從來の施業･保謹･土工･鑑林の四種組合か

ら、包括的な施業案紐合腫改めたものである。林砺行政上

今藻廼及ひ鵯なかった私有林に龍でも、その努力を柳おう

という蝿厨である限り、肯定すべき指向であった。

しかしながら、錐二次大験朧、その最初から、各種産莱

が動員され､次第に閣議總力戦へと移行する態勢がうか憶

われた｡繊林法の改正が､その時瀧と併行して行なわれた
ことは、まことに不幸と､､うほかは厳いb敏後において、

この前深案鴨降主錐乃至は森榊Ⅲ編馴鹿に鋤す為幾多の批

判はある。しかしそれは鋤‘､ことであり、後侮は先きに立

つものでない。ましてや､鐘ず患者、かつては溌時②鉢野

行政に直接間接の關辿をもちながら、海いるのでなくして

する批邦の如きは､天に向って自ら脈するに蝉しい◎林聯
凸

行政が、つねに、園家協来め迩命に少からぬ役翻をもつも

のであるとするならば》常時の林野行嘩針琵定める段階
にあって、敗戦日太を職側し遁蒋錨を耐打し縦け為人士が

ついに降服の日まで出現し雄かつたことを､最も残念に思
う。明治以来篭本法典として来た森総渋が勤班礎』葱E文化

し、しかも散正の根本輔輔力謡曲されても、た舞止むを郷

なし､として終戦に至ったことは､林好行政も讃た稲力に蝋

って来たものに過ぎず､椛威の上に立つものでなかったと

極言して仰らな‘い。

戦時中の林mf行政に剛して、これ以上論ずる必嬰はある

表い°林業種苗法は畿餅拒陸し、中央林業協力宙は大政翼

撰曾の傘下に降り、た時ひとり、木材統制法によるやりく

b對錐の熟が、林野行政の諏鮎と恥り絡つたの遁ある。

〔三〕・今回の森林法改正への結集

とその焦黙

園敗れ種の山河は空虚である。しかし、窮乏經濟下にあ

へ〈函民生活を青やかしたものは、戦後毎年起る風永窪で

あった。諜林の荒溌を防止せよとの腺は、期せずして昂篭

り、森林擬源造成法の公布は見たものL，それ以上に錨丘

な問題は､際雄に立つ園屠､の』蹄物資たる木材薪溌辱の

供給識紫遁あった。林"行政の競初の施策が、こLにおか

れたことば、暫くはやむを得ないものがあったろう。その

間におも､て､御料林の解魁吸牧を主たる原因としての*鰄

一「

~

色

（1）縄司令部鋤告の指向

昭和25年2月25日、總司令部は、わが園民有林行政

に淵する栗テー1,メントを發炎した。若の他､米園からは

ホーレー博士・クレーペル氏諮削めとして、それぞｵ蝿門

的分野から詳細な意見震を示されたことは、わ力掴む林野

行政上世頑な示唆を典えたこと申すまでも紗｡。しかし、

N･R･S･林業部特馴顧問の炎賂において、昭和25年12

月7日附にて提示されたカーチヤー・ヂツクスター鯖氏の

、私有’礫樹林經醤に隙する輸告〃は､銅ﾎ法疎正への稜

心に鯛れた殿も威力あるものであった。その内容は，大要

次の通りである。

一

[X]納舗（經鰯の現況に鋤する基本齢把遜）

O日本の勤蕊跡は､全林野面談の15％を占めるに過

ぎ歳呼に､毎年8,000漉石以上にも及ぶ照材伐採趾
の85％壷供給しており、しかも、この針蕊樹林の78

1

％が､私有林である。そして、過去における激しい利

用のため､林力の低下は薪しく、老齢林はもは'やほと

んど絶滅している。

O私有針葉樹林の1町歩髄り蓄蔵朧、國兼i林の638滴に

較べて115"lこ過ぎず、そのた塗、河じく1町渉儲り

5）－



大崎：我が画林野行政の愈馳策と共の貝蕊方錐について

概ね以上のものであるが、更に、太年2月22．3雨日・

全図都遜府縣林務部牒艮會議の鵬上において、総司令部林

業部長ドツールドソソ氏は､次のように挨拶して、關係溌官

を激勵している。

幟林法改正の棋心は、民有林の錠務的經笹にあることを

錘調したい。木材に飢えた産業界からの睡力に抵抗するこ

とは、決して容易なことではな1‘,。溌君の誰よりも、私に

はよくわかっている。佃燕･の諏林所有者の要望を超えた商

い見地に立って､森林を公共の翻証のために役立つように

しなければなら左い｡國家の”大きな利接が危殆腱瀕し
､たときには､諸君は敢然として『ノー』と奮い切らねばな

らない。これは極めて亟大な責任である。必ずその謝雅に

壌免られること詮切望する｡」

これら一通の表明によって明らかな通り、森林法改正は

もはや必須の蹄総であり、その中心職の鮒一は、、節二瀧
篝林の鰐督〃､それに闘謹;-ろものとして、鮒二には､、邦

玉露林組合及[癖$組合遜合衝〃の規定に向けられてい

る。、

森林組合脾ついては、繕司令部鴬局の意向それ自醗に、

錘過的に多少の獲腿を見せている｡震初の､E･S･S公m
取引部及びN･鰹.･8林業部'林好麗に與えた護翰〃の際
にも、隣林組合が､側家的利益のために､蝶林經菅に鋤し

てなして来た貢献の故に････‘．」と謡え、「現在の森林紐合

を､瓢濟行爲を行たう腿腿としての協同M合と､經済行爲
を割喋内容とせずに、森林罰･雛篭、園なり郡遡府縣なりが

"mmf施すろに際しての、森林所有者と國或は郡蓮府縣と

の迩耕磯關への移祠ということであった。大日本山林曾

蕊林法改正研究曾全森速の鎚剛齢がなされたが、絃局職、

「協同細合的握纐林蜘1台への移行」という一本化したに過

ぎない。そして､‘新時代の鰯#たる經濟民主化の捌戯から

“職制加入の制庇・画家の行なう樋力的行嬬の代行･不平

等な識決鯛に對する漣司令部の否定的見解は、一賀して

微動だにしてい左い｡森林法の改正は､統馴腿髄除去が、

諏嬰眼目の一つ遁あること言う,叢でもないからである。

かく述べれば､今國曾において、森林法改正案が､三灘

共同の提出で審議決定を見たとは言え、それは形式に遜ぎ

ず、締局は、これ護た、與えられたろ法律クと言わざるを

得ない。

の生蹴趾は、國有林の灘以下である。このま上で推移

するときは、10～15年以内に、用材林の澗渦を来ず

であろう。

〔皿〕鐡告（經瞳改善を期すべき具賎的方策）

（1）蕊する針紫鮒*に對寸-る拠業と育林とについて

は次のように考える｡

①保溌生産及び生長湿溌大の目的に合致ﾀｰるような

，伐探の切下げを礎現するために.茄調kぴにその規

雛方法の改著を行う必要がある。

O従来の施業案にても、森林法に基いて、伐採量を

親離し得たが、一方において､｢所有薪の家調瞬

のためにやむ莚得ない猫合は、伐探停止を行なわ

ないJとあるため、抜穴となり、法が空文化した

・のであるから、これを“すべきである。

②直ちに､森林を保駁生寵の轆礎におくべきで、こ

れがたぬには､伐探壁を生長数と同量或はそれ以下
抄 に止過ることを錘謄ずろ。これによる経済の不安定

へ

麹

は、使用の節約･職入の増加或は失業者救濟のため

の滋林事業によって補うべきであろう。

Oスギ・ヒノキ・マツ・モミ・カラマツ蝉の用材の

伐期齢を50F"100年とし、經理方式としての而欲

主義を、材談主錠･生長趾主義へ切り替え、その

迩慧については､森林組合を通じてなされるよう
にする。

③育林・保識に頓極的な改鞠が必要℃ある。

O間伐を、より早期に、弧度に、回数多く変行し、

小面積施莱法を探剛して急賦斜地の昔伐詮やめ、

鮮伐跡地の独林を急速に紬行号ー るとともに弧に

漁虫筈･火災の防除に努めなくてはならない。

④私有林の伐採を鋼が識すること詮規定する法#lt
證制定すべき遁ある。

O私有林所有譜に對して、その識kを他全状態にす

るだめの必要手段を自ら決定するような機曾を與

えることは君きない。もしそれが失敗するならば
代償は除りにも大きい。故に法律によって、私有
地における林水ｲ瑚采藍監掛し､飾楽の慨行韮準及
び伐錘識t遊決定する捌限を、政府に與える必

狸瀧ある。このことは、地方の政治W郷墜から錨

オ'縛る鮎からもよい．柵限は．一部を都遁府縣に
また、それを通じて､溌林紐合に代行させること

夕

もできよう。

〔2〕擁立木地･休閑地等で､金燦樹の生青に適した虚
は、なるぺく針紫闘を癖ﾗー るようにし、臓葉鋤ﾎﾙ『

宥素にも、針葉樹への到り替えを奨瞬ｻｰろ。

t3V政策乙資行侭侭、現地親嬢〔過誤・迩反の發見是

正〕･著及指導棚伽#ぴに､伐木･識材・・加工功髭にお

ける無駄を排除する。

P

○

《
一

（2）改正識のもつ前提的餅麺

かくして森林法は、善林の蝿と森林組合とに關する間

題を中心として敵正されたのである。形態的に眺めれば、

昭和型年の改正部分の操り返しとも見える。私が､過去

の推移を反省したい理由がある。、

支那MF麹麺大しつkあったとき、森林法の改正が行な

一〔6〕一



大崎：我が剛林野行政の蹴鮎施漿と其の具現方錐につい寺喧

われ､森林組合を組織し施莱案の綴成・痩行に大る場合の

気構えに、鮫けるところがあったからこそ、この愚を再び

なさねばならない。その施薬案方式が､大所洞という經替

棚を恐く包職していて、しか洲、私有林所有識の經濟的要

求に對する裂付描澄が､韮はだ不充分であったの遁垂ろ。

それにもかLおらず､各自の森林炊態を勘考して作成した

施業案に準拠して､植伐の馴喋を逢行Lなければならぬ述

前は、峨争目的に利用され易いと言うか､利附されつL榊

想されたものと雷われてもやむを得まい｡卑近な側とし

て、栃木縣について､私のかって調さたところによれば昭

和4年徴時にあっては､30の識ﾎ組合があった。この時代

の世鋪は、嵩うまでもなく制限施業組合であって、森朴經

犠上哩言･部の竹錐、例えば、保逃･鑑林･土工・施業の一

甑乃至ほ数弧の作業を､共同的に行なうもの壱あった。そ

れ力稲荊114年の改正後においては、總計S5"合が設立

されながら、結局は、従来より存布しだものが中棋的な活

勤をし定来ており、約半数の42組合は、ほとんど活動の

見るぺきものがない｡森林法敵正が、むしろ改悪に総つた

一謹左ともなろう。

（昭和4年12月現在）

従って、

あくまでN

１

も、組合

員のた

め〃のも

のである

ことは、

次に示う－

珈誰内容

によって

も明礎色

あ造。

婆すぉ

に、森林

行致の摺

俄者〃で

もあった

←

畷味な性絡を脱して、、燕林所龍1渚の協同釦織"へと質的

縛換をしたところに、今回の注諏Eの亟要な一つの意義が

あり、遜去遊反街して、今後の林藤行政上誤りなきを期せ

ねばならぬ剛胆の所在を知る。／,

１
１

２
９
．
６

4

C森林紐合の行な､渕尋る謝喋

（1＞組合員のたあにする認*經慧案の作成･經菅詣導
組合風の委託・信託を愛けて行なう紘業･鯉善

くのボ崎負の行なう林業に必要な賛金の俊付･物喪の

供給･諏苗の採取育成･林道等の共同施賎

（3）･組合員の生壷ﾗー ろﾎ魅物の邇鐙･加工･保梼･阪質

“､組合員の患群を保嘘するための防火鞭の殻匠･病

虫獲の防除

（5）組合風の鯛利厚生施般・知識技術向上施波

（6＞撤合員の經済鋪地惟の改善のため雁する幽賎憾約
の締結

さて次に、脳の斑任においてなされる森林#嘘を遂行す

ることによって､誉林の監掻を行なうことに改められたの

であるが、こめことについても、述ぶべき泌去との騒迩朧

多い。

わが國の銅1識源が､敗耽の紬果,以前の約駕を減じ

て60侭石になったということや、職時・職後を通じての

過伐･澄伐が癖tして､昭和23年度末には､謎林未済地
が150萬町歩にも達してし､るといタ窮状腱つい°rは､Lif

しば言われて来た。しかもその森林瀧遥が､極めて不法正

であることも､既に識じ識されていると思う･との森林生

産保綴の危戦を打開するためには、群から伐採に至る森

糾錘濫の全行程を､合遅的な癖罎の軌邇に乗せること

〕－

1
50
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(昭和号2年3月現在）
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今や､弧制般立･狸制加入は否定せられ､施莱案の綴成・

喫行は、政府の森林計謡錐定慨施として返上した森林組合

は,単的に曾えば､虞に組合風の纏濟的･献禽的地位の向

上を岡ることを目的とする協同組合となったわけである。

6－－－〔7
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大崎：我が図林野行政の爪鮎蜘鍍と其の具現方策について

が、ぜひとも必要であり、ことに植伐均胸については、狼

カな規制措腫を必要とすることになる。

しかしこの駕想の歌からすれば、明治40年及び昭和14

4“改正の場合と、さして愛化はなし､とも言え装う。た鷺

民有林經醤に側する限り、その零細性・脆弱性･後池性を

腿誠しつkなさねばならぬことL、従ってまた､組合制腿

の自主化と、率財遼の喪定化とを同時的に考慮せねばな

らない黙龍、改正の愈錠を見出すのである。いかに國家的

要硝であろうとも、その限度を賎小に止むべしとする憲法

の錐本原則は、股としてその上に存在するからである。こ

の窓味FE､農林漁…金融迩法の一部改正等､一通の助成

對簸とからんで、今後の森林行政上課題となると思われる

のは､次の如きものとなろう。

〔1〕森林所有者及び溌林組合の窓見提出と都遁府縣燕

林審議愈の巡醤。

（2）人工植栽すべき民有林の植栽面識。

〔3〕普通林lこおける立木竹伐採の稽辮限鴎

（4）自家用林5反歩以内の指定。

（5）伐採許可の侭先碩位。

ろから．噂ある。勿総、特別衝『|側庭を淵齢し､經継合理化

を園ることを前提とLながら、地元産業の振興による農山

村輕濟の安定を図るとL､う趣旨に出たものと解する。た蟹

この理想の獲現に朧、非柑な困雌力守想され、やkもする

と、國観*の立場を主として考えた-売的盤伽に総ろ懸念

がある。撫林計割勘§､蕊木法のj職大改正酷である以上は、

、園有林は､行政鴬局が､國民から依託された森林である〃

という本来的窓義に立ちかえって､經澄經濟の内容が,國

民の眼に映じ易いよ‘うに、行”ｳに改められぉことが必要

であると思う。暇りに一例として、栃木縣内におけ為園有

林麺椴關の配腫欣態を示すと剛のようになってし､為｡森

林昔瀝勤§公正になされようとする溺合、これがまず支障と

なるかと考える｡鬮有･民有全般を通じての林野蝿iが、
臓来においては，磯然考えられる段猫の来ることを予想し

て､敢えて懸林の溌督に脇係ある髄面の課魍とし､ご採り上

げておく次蛎でぁ説

一

戸

〔四〕林野行政今後の行き方

博顕にも述べた通り、林好行政I､森林法を雑轆として

作用するものである。それが政正されるに至ったのI寵．過

去への反翁･興織の動向.他界纏済との牽辿力湘結んで蜜
現したことを、また明らか淀して来た心算である。「法は

死物なり、これを活隠するは人婿あり｡』とよく宮われる。
林野行政今後への期待も悪紬局は、その蝋則購自髄の感畳

なり熱窓なりに鵬吉することL版る。

しかし私は、森林法このたびの改正黙が､饗林の監掻と
●

森林組合との二つに迩酷として”れ､しか“端につい
ては､民布林への干渉の鹿合と、園有林野行政との訓嬢と

いう二面證含むものであることを指摘した。これをいかに

すべきかを述べつL結論を抽出するの順序遼とりたい。

こLで私は、劉有林行政との脳係腱ついても、鯛れなけ

ればならない｡森林3i識が､わが鬮鋤の全てを對象とす

る限り、霞有林もまたこの範涛に入ることLなる。闘有林

が.長期輕蒼と､､う潮来において､木材鴨給の瓢慈に適す

る鮎において、風土保淡､模卿錘緋･圃鋼は政への敷益

におい･て、その意綻極めて深､､こ堅は、典溌のないところ

であろう。しかし、わ力趨の塔合における函有赫の殺生と

藍の後にお

ける保散的N

吾

經替の没熊

乃至は條件

につい､こ分

析を加えた

とき、殻に

批測なしと

しない3今

回、森林法

改正と時を

同じうして

成立を見た

林野整伽臨

時措睡法

は、その一

つの現われ

とも見られ

《
一

（1）民有林への干渉の度合

燕計鑑は､闘民經濟のｵI錐化とも､う現代の稲拶から、

常然来るべきものであったに遜いない。そし迄艮髄的惟は

植伐の統制と放って現われているけれども、灘林擬洲の墹

薙を第一鍍的に企図するところに意譲がある。蕊ﾎ燦の

多くが、省經蟹患の主魁を構成しているもの笹はなくして

撹笠縦鰹f撚縦漁繍麓
されるとしても、その影僻が、紅ち侭財産棚への傑密‘とな
るまで侭は行かない溺合が考えられる。

しかしたから､識捕溌は、何れにもぜよ､緬伐に蝋す

る統制であること綻菱りはない。従来の統制駆済の全てが

斌曾現象･批曾倫理に鍵えたものは、、制縢〃にほかなら
ないかの印餓を､圃民梶抱かせている。従って､今度の計

肉
一

一<8＞一
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大崎；我が閥林野行政の璽鮎施策と其の具現方錐について

鍵策定を，瓢の行政欄腱委ねるとすれば､森林所有者にと

っては､孫び諦威を以て迎えられること、むしろ岱然と言
わればならない。

民有林經醤は､姻去において幾多の不利な立溺におかれ
ながらも、いわゆる優良林業として、立振な替恐を減けて

来ていろもの少くないことを認めねばならない。これらに

對しては、どこ董港も經普の主悩性を錘添う-る經濟行政の

態度を持したいものである。この場合.伐採の許容限度決

定の問題は、その主要部分を占めるものとなろう。適正伐

期齢扱を原則とし亡､生長の最盛期に採るとする見解は異

愉ではあるが､永い雁史を鞠し、それと吐曾經濟との極め

て密接なつながりのもとに波展して来た優良林業について

は､その自主性藍あくま君も露rf･べきでばないかと思う。

林業瓢掻脂導員の疫質が、これら催良林業の歴史に鋤し

て、批劉を下し得るだけの樅威をもち得ない限りそれは糊

力による干渉であるとのそしりを愛けてもやむを得まい。

生産を規制する森林計識は、同時に､淌喪の規制と併行

的でなければ､經濟界に破綻を来才おそれがあるとする窓

向力覗1,．全くその通りである。利用合理化のⅢIはｵLろ所

以である。しかし､森林法力建庭毒對象としごいるものは

興有林であって､その懸講は､ほとんど農山村に雁住し

ている。こLでは、錘水準が文化的に低いこと申す蓑で

もない。従って、消磯節約への窓倣向上を期待する對難は

商工業界乃至は都市生活者に、汲泌が向けらるべきである
』■

う。林野行政が､泌去に見られたような民有林に對する弧

さを、林業界･農山村以外に向けてこそ.郡聯代に@lLた

行き方電はなかろうか。

（2）國有林野行政との調盤

國有林の徹理經醤と民有林の詣熱と雄、その目的におい

て異ること勿禰である。しかし、森林計砿は、脳有･民有

を問わず、総合的見地に立って唯されるとするならば、林

野行政上､雨漸の間に、菰と調轆すべきものLあることが‘

徽然に考えられて来る。それは、園有林或は民宥林の癖

的幽脅からはじまる腹汎なものと均るかも知れない｡いま
こ上セ、それを篭ずることをしようとは思わない。

風有林が、久しい以前からその保綬的經醤を行い、闘民

錘漬歴歴に寄興した域鰻の多し､ことは充分に認める。しか

しながら.、、､龍改めてはじめられる識概I鐙の一つの悲礎

的理念とする植伐の均礎は､林業爬關しては､古今を通じ

ての鐡則である。それにも拘わらず、次圃に明らかな通り

必ずしもそれが資行さ､れて来ていなかったことば、まこと

に遥憾に錨えない．
ノ
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言冒墓畠響ニェ画皿六"J,j|私冒さ量豆葛､宜孟尋荒冤急三

0

園猫林が、その腿鞍に韮脇性が澱められることは、決し

て､孤商を識ろものであってはならないし､獅善的なもの
通あってもならない。醗に述べた、國民より委託された森

林〃の錘菅がなされる必要がある。この際､園民の目前で

正しく継誉さｵじている割職を示すためにも、或る秘度慧林

局弱の分合をなすべきではなかろうか｡笹林縣が鍵iﾃ醗醐
であり、菅林局億認磯淵であり、林野鹿が命金綴關であ

ることは、われわれはよく,知っている。しかし､一燕林所

禰者なりが､民有林行政の喪任の所在について劉決する潮
合には､その報手方を劉然と意遡蟻るの腱較べて､園有
林の秘合は、頗る喫味蔽率を知る。具催約に曾え朧､わ

力掴の醐有林擶理機構は､次表に示す二種の梁務分投の中

間的な仙慨を占め、その雨渚の特長力観われずして、むし

ろその餓勤が表面化しつLあると思う。森林計震ば、園の

蛍任を明らかにして行われる。また、この§賊は洗城別を

悲礎として錐定される。1露籾織が、それにそうエゲに組

替えられべきもの少くないと考える。

一

|業種的分擢｜地域的分捲

|瀦職鑿漉“
|灘離蕊声
長
勤
特
峡

心

－（9）一

1



大崎：我が園林野行政の睡勘施紫と其の具現方錐について

閣有林は決して林野臘關係職員を瓢醤者乃至は所有譜と

するものではない。この感鋒が，,自他ともに認めるほどに

臓鰐照繍:識鱸需;蝋
徹する圃有林が、まず巍林計鐙に對して談構的であり、し

かも民有林とつれに同一要素において嶮討L縄おようにお

かれることが必哩であろう｡

合員の銭務隆行艫よって、はじめてその運醤の全きが期せ

られるには料睡ないけれども.それは.あくまでも、協力〃

で、妥協〃ではないはずbEある。この－綴を棚し、切瑳琢

磨し合うところに､森林組合､延いては､林研行政の民主

化があると侭ずるものである。

〔五〕結ぴ

糊和を目腿にして、巌郷法は改正された。わ力秘の經濟

自立のために、治山治水・森林費源珊狸・木材利剛の合理

化を商くか上げ、圃土總合開發への側をさえ握って、林野

行政は、し､まその出發黙に立って､､ろ。

繊林計磁を約鋤ｳ撰心とする法改正の、原理"･は、眞腱

正しい･しかし、林業界とその朋園の、現渡〃は、除りに

も苦しい。林野行政の行く手が．まことに多難であろうこ

とは、想倣に難くない。

林野行政は、遜表においても．決して弱し､もの･せばなか

こた。これからは，もつと弧くならなくてはいけない。11上

界認濟の悩勢を正しく把承､民意の動向藍もれなく握りつ

つ、他の壷業行政に伍して譲らざる弧さであって欲しい。

そして、zi$和と文化とに、つ加昌近ずく識左進むことを、

深く新念してや裁ない。（完〕

（3）森林胆合の民主化
B

執荊針雛の蛮加iによって、木材不足から生ずる木材岬f

の榔騰は､想像に難くない。永く不遇にあった森林所有者

に、ようやく,有利な立鰯力麺って来る可能性がある。極愉

すれば､今後の森林所有者は、木材業者や一般消撰者に濁

して、死活の樅を狸ることLもな愚。

しかし、こLに考えねばならぬ剛胆がある。法文通りに

解翻すれば､森林計謹に基く伐採制限を受ける森林所狗渚

は、大部分がJ淋主であって、いわゆる通性“Ⅲ齢級以上

のため屈柵のみ.で伐採l刻暮る諜林は、ほとんど大林主の手

に残されるであろう。しか＄､､伐期齢級以下の立木竹伐採

が規制される結果｡従来より急速に､有利な地枇を占める
ことLなり、森林所有者相互の間から､他を論難し合う危

倣性なしとしない。j睡鰄鍛金融通法の改正を見たとは

言え、勢働雇Mf力の波遜と雑んで､融曾經済的側題の祇生

なしとは断定し得ない。こLに、大林主の自載と、その小

林主挺劃する包容性を要望してやまない｡小林主の溺合は、

見方によっては、10年に一庇、認*組合の力を期待するに

猫ぎなかったのが､従来の愛態でもあった。これからの森

林組合は、さきに揺げた事錐簡容の中から、認利厚生の施

駿･縛職技術の向.上．とくに鯉艘樅約の諦緒に脇係をもつ、

たとえさ上やかな間髄でも、これを採り上げて行くことが

必哩である。時はよし､農漁業協同組合秘建整Ⅲ|職も圃曾
合

逵通過した。この機にこそ、その行くべき方向を自ら定め

る腿魁として更生しなければならない。

こLに脇通して述べたL､ことは、知謝Fの詫間鶴淵として

生まれた識宙について階ある。陥間機關宅あ鵜からには

決議稲はないとl蓋言うものL、この錘が御用化したり、

殿も蔽漢な、炎任〃について､回避するの具と芯ってはな

らない。森林籾合が、組合員の意見をこLに提出して、公

正な墓剖噺を期待するためには､獄極的な監覗醤する態鹿

でなければならない｡

赫野行政は、これからの燕撫l合が、かく伸庇Fするよう

育成して欲しい。過去の森林組合對錐は､林野行政の御用

化雁あったかに見える。森林所有者の個上と、組合幹部と

の間に断畷があり、醗部は、ほとんど完全に、林野行政擢

徹者であった。改正諜抹法は、政府の剰弼謹行と、謀林紐
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、國土の總合開發と

林業技術者の課題

妃

▲

－

1偏 喜 子タ
ヨ
プ犬

同包客力を掴大して行く鐘である。
1．まえがき

第一の方法は､昭和のはじめ輝於いても既に考臓された。

我罰の全風土而観は、職前約6,000茂町歩であったが、然しこれは政府や園民自からの手では適溌な劉餓の総じら

今次敗戦の綾果､樺太､帆鱗凝露等、その半ばを失ってれにくいものであって、生活ｵ蝉の低下はかえって人口の
、瑞大をもたらす傾向すらあるのであり、大きな棚待を慨く現在約3,800蔑町歩しかない。

而ろに人口の方は、賊鮒（昭和5～9年平均）6,630繭ことはむづかい､。人口増加をおさえるため民Ⅲ腫勤や、

認度であったものが､職後（昭和25年)8,300菌を越し政策がとられたとしても、それを現在以下jこおしさげるよ

その増加傾IM(20%前後）は今後も尚止まりそうではないうなことは、とグてい出来るものではなかろう。

この著しい人口墹加は、覗治以来の我閣の特性とも雷う第二の誼は二つに分けられる。

べきもの種あって、それは儲に図民生活に對し、經濟的、一つは､霊易による人口包容力の捌大であり、他は、図

社禽的I屡力を及ぼし､我翻の謹済展展をして、特殊な裡路内資源の開發によるそれである画

を辿らしめて来た。前記のように、狭小恥闘士と、膨大欺人口．、それに灸醐

そして今日、それは更に深刻な形で、閣民生活の上に防・な賓源と、不十分な武本蓄演、こういう日本經済の~F|にお

止しがたい睡力を及ぼしつLある。いて、八千数百茂の人､を譲って行こうとなると、〈英圃
即ち、國民所得の埼加、あ遇いは生産水準の墹逃は、人罐工調bされた園燕が過去においで歩んで来たように〕先

C

口の増加に吸收されてしまい､生活水鋤の向上とはなってづ賀易の拡大と云うことが考えられる。

いない。叉､失業人口の増大、資質賃金の低下等は、夫々然し、世界竪済の現段階を見渡すならば、もはやこの造

と幾多の融禽問題を派生し、赴餅不安を醗成L《つLああ。に日本貸本主鍍の運命を託すこ＆は出来難い。11上界各図は
このように、閣土の群P分を失いおびた時しい費源を失完全刷用と經涜安定に政策の中心をお力､ねばたらない段磁

つに我園は観在上紀のよう腱膨大な人口を擁し､それ巻如 に到達して居り、日本商品の海外市蝿は、いたる魔でその

何にして凝って行くかと云う課題の前に立たされている。I1'炉をとさされつLあると云いうるの看ある。
即ち、貿易の墹犬によって人同包容力を銭大すると云う

2．画士總合開發のアイケア
ことにも、限界があり、大きな期待をかけることは電き雌

狭小な図土、非総に膨大な人にI，貧弱蹴麦澱不充分ないのである。

強太蓄散、こういう條伴ドにある日本經濟を二I蕊にして、・しからぱ､雛この方法､即ち蝋内武源の開凌という方法
閣民生活を安定し、生活水Z催を引上げて行くこと、そのこはどうであろうか。

とは極めて困難な噸柄であり、恕測的な那栖･香ある。シカ喪本の法則からL,うと自然の開發は2}§均利潤によって限

ゴ大犀教授のアツカーマン氏等、日本の費源、日本の經済界づけられる。部ち如何に立祇な石溌があり戦林があろう
蝉をつぶさに見た多数の人公は、そのようなことは夢にしともそれを開汲訴ろに艇した淡水に鋤して8％なり7％な

力寺ぎず、日本人はその生藏水準を昭和の初め､戦いは大りその時その時代i迄おける平均利潤に相髄する利益金力鶇
正の時代に篭で落さねばならない峰とさえ述べているb られるのでなければ､投疫は荷はれず従って卵謹は行はれ

然し我觜は､この蓑ムじっとしているわけにはいかない。ない。勿饒色を特殊な泌合はあるが願1Iとしてそうである
我盈の帥に與えられているとの問題茜打開して行くためこのことは現在の國土開發が利潤の立場から見て採擁の
には､二つの方法が考えられる。とれる隈1挺に溜って居るということつ護りねむれる強源が
即ち、節一は人口の騎加をおさえる遁走あり、鯏二は人”間存在することを意味している。“我燕は従来の方法で

は6潅出来ない未開率源をいたるところに見るのである

嘩者う林野認鮒査媒それは利潤を生むようななんらかの方法が糊じられない

一〔11〕－
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大 耐：國土の總合開濯と林業技術譜の課題

限り無いにも蝉しい眠むれる餐源と言い得よう。師ち従来

の方式によろうとする限りこれらの費淵は殆んど開發の蝿

込は洗いのであるが何力鐡L,､方式はな､､ものであろうか

蕊において､我掩に大きな啓示を典えたものは､¥.VhA
（テネシー河域開發公就〕の開震方式通あった。

即ち、一本の掴路を開設せんとす愚鋤合、それが農測と

しても、林道としても、或いは嫉山の開發這としても、叉

i都市間を結ぶ交邇路としても、充分役土つが如く設計し、
その愛用を各受錐者が分蝦することによって、各主職が行

ったその投費の經濟敷果を、出来るだけ商めようと言う方

式、或いは叉、凌ふを述設しようとする場合、それを發掘

洪水訓節､農業水利､水壁#癖各菰の目的を達しうるよ

うに識慨し､起された畑力を利用して、附近に各種の｡報

を設け、迩遅の努鱗力に雇飾の機會をより多くあたえ、洪

水洲剛､農業水利の改密等によぉ農業生産の向上､工潮建

設による潜在失業の吸收､農作物の需要増ﾌﾙ簿によつｾ、

農家經濟の安定を回る蝉、その地方丁雑の人同收容力潴商
め、生活水迩溌商めよゲとす為方式、このような總合關展

方式を考えるにいたったのである。

確にこのエヴな方式によるならば、イ“倉均利潤を生ま

なかったため、未開蕊の蓑ム放睡されていたような交源も

開發可能となって来るのである。

3．圃韮總合開發の現段階

以上のようなアイデアの下に、園土總合開發法力錨行さ

れたのは昭和25年の6月であった。

それ以来､經濟安定ﾝ感､幽士鯉合開濫識禽､腿係各篭

等の非術な努力によって、全閣にわたる訓迩が行はれ､昨

年'2月蓮に､次の四地域が特に識瀧の開凌を行い､或
いは鐡原の保全を行うための施殺を設ける地域として､｢幽

土總合開溌特定地域」に指遥せられたのである。

〔1〕阿仁田弾地域轍田）〈2）北上地域<岩手､宮城〕

“〕艇上地域(山ｿ釣（4）只見地域噸島）（5）利狼

地域（6）天龍東屋河地域（7）木曾地域（8）能登

地域〔石川）（9）飛越地域（10)吉珊熊野地域<奈災、

和敬山）（皿）大山出霊地域(1の那賀川地域“錨）

〈13）四画西南地域（1鋤翻北地域(IM,島)(15)釧川地

域<山口〕〔'の對鳰地裁（'7)北九州地域“”
〔18)阿蘇地域<i9)南九州地域(鹿兒泌､宮蹄）
（註)北海鐘は北海迩開發法に蕊き藝也域が特別な戚扱を

もうけている。

そしてこれらの地域については安定本部及び總合開磯櫻

議簡蝉淀おいて綜合的な開發腱計識が立案されつLあり

この地域以外についても各府縣に封し、全縣の総合開鋤f

笠を立案させている現状である。

さて今後これを具瞳的には如何臆推進させて行くべきで

あるうか｡前記開護法はそれについて何蝉規定し,ごいない。

このために熱談定木部において總合開發露法を立乗

中であり3月畷には識禽に上程ずる通びとなる兇込である

この法案が､特定地域内で行う禍種の燕業に締合性をも

たぜること、即ち各訊の施識を出来るだけ多目的施設たら

しめて、事業の謹済効果を可及的大ならしめること、羽無

相通じ相互の發腿を助長するような産業樅鐙を荷成しよう

とすること等を目的としていることはいうまでもない｡

然し各錨『柔の綜合瓢整を、愛定木部に行はせると雷う

考え方が1群をなして居り、アメリカのT.V.Aの方式

即ち一つの特殊な罰家磯蝋(公蝕)が、そ②地域の開鐸lf

業の細てを没行し､或いは管理し經蒼すると云う方式とは

全盈異ったものとなって来ている。換冨すればそのアイデ

アはT.V.Aのそれであるが;方法侭1，､V.人のよう

なｷ舜臘翻挺よる認合でなく、喪本による綜合方式をとろ

うとしているわけである。

我鰯の現状からして、このような方式をとるのは、やむ

を得ないものかも知れない。

然し､安定木部力溶省の所職4噸について総合的洲盤を

囲ると､､うこのような方法は厩に渡駒ずぶであって、これ

までの長年月の間､未開發のまL残されて､､た識源を総合

（隷合)的に開蕊しようとし､うこの劃期的な刺1乗が､果

してどこまで没行出来るものか疑問なしとはい尤ないJ霞
た露鯛脇係者が中心となって立索中の臨時威源關展法案も

.若し現在のまk醗曾を通過するようなことになるならば，
風土鯉合開發の8審を殆んど擶披としてしまはなL､とも限

ら左い内容のもの電ある。

以上のように、戦後Iﾖ本閣中の人封が画非禰な捌待をか

け､騒ぎに駁いだ風j鏑合開設の間魍も、現在大きな岐路

に立たされている。'

4．未開磯林野の,開,腰

我園における林業經菅の利澗力溌んど多くの鵜合、。'電

利潤から遥かに遼l'､&のであったことは、過去においても

しばしば報ぜられている｡赫野面積が国土の68％を占めて

いる山林園毛ありながら、民間のﾎ燦投強が極めて少し､と

l､う剖嘘は、それを側面的に汲明しているともいえよう。

民､臘業催､天龍jli,吉銅il蜂の溌域のように､職に木
材の搬出に便利な地方とか､市堀に近い鹿においてI”自

然に溌逹を見たけれども、其他の地方腱おいては各禰の施

策がとられたにも拘はらず、蹴著准忌發展を見た例は砧ん

どなし､といっても過言ではなLもまた、農家龍おける遜剰

鰐俄の錐磯の柵として、或し､催、農山村におけ為商業強本

高利俊嘩等の髪全なかくま､娼所‘として、成立したが如
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大禰：國土の總合開溌と林莱技術者の課掴

7ー

き森林も少くはなかったが、これらのものもインフレ、農

業恐慌等に際し、ひとたび伐採され愚ならば、その後は辮

易に蒋鐵＃され難いのが粥であった。

このよりに林業經管の利潤が､他の各菰の企業に比較し

て著しく低位であったということは、林柔に對す為民間の’

投資琵著しく抑制してきたのである。

そして、それは、尤大な未開嬢の、換言ｻー れぱ「その土

地の生産能力を充分利用していない林曝lを今日なを、残

存せしめる紬果となっている。他方剛有林野においては、

明論以来しばLぱ利潤を無覗した園寒投資が行はれた。特

に明治32年以来、『劉有林特別靭識I業」の一蕊として

行はれた識ﾎ縄嘩は、大正ユ0年策でに30筏町渉の人工

植栽を完遂したが､それは利潤計算の上に立って行はれた

ものでは欺く、剛哲未立木地の上君あれば、場所を選ば

ず、植林し、溌髄を増加せしめると云うアイデアの下に行

はれにもの道あった｡従ってその内には､交通及び木材利

用の霞達した今日においてさえ、利潤#煤の上に立つ限り

伐出不能のものも少くない。聾:鯵においても、風防上或い

は園家の發腿上必要なる「もの」を生産す為と､､ケ鋤錫か

ら、また國土保髪の立溺から投蚕の効果をII"とすること

なく随林事莱力噸けられた。換官すれば､植林を#華とす

る考え方は､極めて稀薄なものであった。

従って闘有林野における植林叫喋は薪し<池捗し、今日

の莚大な識をきづきあげてきた。そしてその丙には前記
の遡り經螢郷済學的な立溺からするならば、不採算とな為
森林も決して少<ない。また天然林の開發も、前記のよう
な考え方の下に押進められた紬果､著しく弛捗したの℃あ

るが、今日、愉不採算の未開發林を多批に残して､,る。

さて我國には、以上のように､未開波林及び未開護林地
が擁するが、ごｵ畔を今後可及的迅速龍淵残して行くた
めには、如何なる描艇をとるべきであろうか。現在光づ考
えられることは立地條件の改善と、林業技術の發遼及び經
蟹の合理化である。

開硬推唾による森林面繊とその害機比率
（昭和26年林畷窺瓢強）

然るにこのような”也陳件の改善もmlち未開霊地職丘遼

における微&蠅設の改謹等ということは､林雛測胤の力を

以・ご行いうるものではない。いまや日本における民間林業

は､謎本主義の發逢の背後に版残されて､もはや擬大聴生溌

を行い得ない｡といヴ段階に逹して居り、國有林經誉におい

ても、現在残存してし､る未開蕊地域を企業としての立溺か

ら開霞して行くことは次蛎に困雌となって行きつLある。

従ってこの場合最も期待されるのは、誇合開發のアイヂ

アに韮く立地條件の改善である。即ち、國家投麦と、電晶

者の共同錦繍による識などにエって、鍛迩を破き、遁路

を開殺し、祇源の開褒堂行し､、工場の勝磁を園る等，その

地方灸慨の立地蠅佛を綜合的に商めて行くことである。

かくすることによって、その地方における林産物の債桁

は上り、利附は築約化、或いは合理じされ、搬出は便とな

り、經管利澗はより商率となって､林業は闇から通展の菰

を辿搦に到るであるa。

然し更にこれに加えて林莱技術の“が行ほれなければ

ならないことはいう毒で＄厳い｡林木の生背盆早めること

搬出を容易にすること、利用の築約化合理化を園ることな

ど技術の改惑が行はれることによって、經済的に林柔を經

播じうろ傾城は捌大され､後泄也雛に鋪ける林業は目から

促進されるとし､典うろのである。

ま｡だ經饗の合理化が、立地條伴の改藩､技術の商I鴎化な

どLあいまって行はれなければならないことも勿愉であ

る。日本の林業は上記のように民間投黄の對齪とはなりが

たかったし、側有林經誉においても、企業的な考え方は鮒

んどなかったがため、その經誉ば著し<前安本主義的な性

椛のものとなり、經螢經濟鋤姉立鋤からすあ繊討ぱ殆ん

ど行はれなかった。従って、經播の内郁には多くの不合理

雄ものを含熟、その利益率が如何窪になるかさえ解明され

ていない溺合が多かったのである，

個人經誉におい筵は勿論､閲潔或いは公共幽臘の經誉腰

おいても、投下される蛮用は、その經濟効果が媛大である

如く漣用されることを要赫される。そしてそれが低位であ

るものに鋤する投喪は行はｵ畷&い。

従って林莱を謡涜的に瓢蟹しうる領域の蛾火を固り、前

記の如き尤大なる未開談林野を卵渡して行く先班には、こ

の經笹技術を高幽上し、錘慧の合理化を鱈腿して行くこと

もまた縦誕＃fとなるのである。

以上の如く我國における尤大な未開林の開發は、總合開

發方式による立地臓件の改藩を雑礎とし、それに開駿及び

經菅の技術的改善が加えられることによつ･亡、は胆めて辿

庭を早め、目的に到達しうるにいたるでおろう｡、
敗戦後のこの狭少通園土の上で､八雪f數百猟にのぼる人
同を談いその生活水i催詑引上げて行くためには、林菜の分
野においても洲期輪な發腱が行はれねぽならないのである

一

り

一

厩に開震せられた
森林
林迩の延長によっ
て開愛し得る森林
林蒲の新設によっ
て開謹し縛る森林

開硬困難瓶戦林

計
一・一

i菫薯
33．321．0

13．010．9

3．64．0

－ －

『呵‘"’100.0加0.0.
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九州に於ける松喰湿の問題
1
1

’
井上

一

兀 則

－

長崎縣掻唆謹被害状況 (罠荷林）

年度|面識|木欺材秋|術考

,霧
昌

1．堂へがき

’'鑿‘1舅溌溌篝震
錐者は1951年11月林野蝿の御配蝋に依ってL州紳に

長紡､鹿兒島雨縣下屋有林の松R錨被害を観察する摸簡を

得たので､その紬果のI隣蕊を戦告申上げ樹鯵老に供しよう
《
】

鍵讃瀧総,に錨謹"って､どうして崖ん渥爬塗謹きせ坐…|_垂垂L塁雪里墾』
と思う。観察の識等蕃に感じたことは卒亜に東.上げると、

てしまったの遥あろうかという卿iである｡縦者は被害その平均’8,3361“0091認9‘7981
ものに簿､たのではなく、いわば林木の笛者である吾左の 遡法5ケ年間（昭和20－24年）の嶬林の年zIF均被櫓
手で、果してどの秘腿“の残存木を助け得るかにあつ は面倒8,33611U沙､"440,009本、材獄5I19,798石とな

た。って､､る°同縣の掻樹の睡或面移K琵宵林〕は56,36W歩、
人間の盤者にたと叱れば、もはや焔後のカンフル注射と その馳認はa802,620石置あって､年成長戯は386,658

いつた期而も少Yなかったので､現在樫喰臘の被護を經醗・石と算定されている。年平均50茂石近くの被窪があると
していない地方の方・々 のたあ腱､是非認馳を藻め元L,ただすれば､被密は明かに成長鐘を超過してL,ろからこの鯛子
き雨縣の姉な被密の遷目を見ないよ5にと念願しつ唱敢で弛めば､同縣の松樹は全滅のときがくるわけであ為。し
て錐を執った次飾遁ある。したがって溌相を患蛮に描鐵せたがって同縣下では藤を大腱して､官民共に､總力を錯蝶
んとする除り、あるいは臘係新のお無持を狐ずるようなこ して松I錨凱防除に粘らなければ､取り返しがつかなくなる

とがないとも限らないので､若しあった蝿合はzIs,腱お教しところまできているのである。中にはスギやヒノキを蓋抹
あらんことを恕必お願い致し､亡おく。する力‘ら松はいらぬという人もあ,ろり。しかし器滴の多い

地溶では扱でないと育たないことを知らねばならない。譜

26長崎聯の絵た三方が殆ど海腱幽注れて､､ろ伺癬ぽほ海岸の緑化に桜は
極めて簸要な樹租であることは、少しく同地方の頚境を知

喪埼縣の磯喰蝋繊惑はづいぷん古い歴史がある。1909-
るものには否定できないであろう。そう考えると現在残つ

'9'0年(朋治42．3年)頃マツノゴキクイムシカ擬崎替林ている松樹はできるだけ助けなければならないことが自然
遡樒内に渡生したが､1913年（大正2年）にはマツノシラ

に了解される筈種ある。
ホシゾウ上シが長崎市内外挺殻生し，蔵いてマツノトピイ

A.長崎螺西彼杵郡長與村字岡郷（螺醗駆除地匝）
画カミキリも謹生した。1927-1928年〔昭和2．3年）に

11月13日錨縣WI技師の案丙で民有林披窪を覗察に
は鮠I1&保赫付近にマツノシラホシゾ､”､シとマッノトピィ

向った。車を降りてから1里牛秘歩いて行ったが、被審林
画カミキリの被櫓が霞生したことは、日商薩涯氏の記録に

といわれる方向の山盈を強望すると、松の識は赤襯色に鍵
依って明かモある。

じ拾も山火跡地のように見える。この地賦は19瓢年]－2
1932年（昭和7年）頃から殆ん轡毎年のように扱喚鰹の

月に1回畷除しただけとい5が､現在3q%以上の被蜜木

被瞥謹生があ．り、’946年(昭和21年）までに価職“555力誕玲何里か讃いている。どうしてこんなに被害がでてい
町渉』0;2,096本、材談3190,705石の被携があったこと

るのに隅除しないのかと熱れたら、11月現在被獲馴張中で

力淋野襲から發淡されている｡1945年(昭和20年)以降．願除は来年1-2月とのことであった｡優占種はマツノト
の被害は次の如くである。ピイ画カミキリ、マツノシラホシゾウムシ、キイ初。キク

《
》

イ種あったがそのうちでもマツノトビイ戸カミキリが最も

“者）林業賦騨期札幌灸鍋・幾椰，勢力をもっていた。マツノトピイロカミキリは10月に胴

一〔14〕－



井上；九州に於ける松喧虫の側題
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『

除すれば殿も狭舟馳であるに拘らず、1－2月頃に1回鵬

除を行うだけ迺は本蝋防除上後手”よりに思った。その理

由は後章挺於て説肌しよう。この程魔の躯除を年左趣十

の℃は、この地陛の松樹は全滅のおそれがある。

それでこの地遜の躯除は連かに騒播に移し､5月､10月、

1-2月の3回駆除力理蓋しい･疫際マツノI､ピイpカミキ

リの多い地柵は、1－2月になると幼過が村中深く穿入し
ているから鯛皮しだだけでは認&は少いの.G|ある。したが

って10月馴除に澗職をおくべきモある。

B.長婚市雷町市宥赫及び西彼杵郡頴田村小江原郷造林

地

こ児は長崎市有林及び同市の分林であって、有名な原子

爆彌Iの被害地の比較的近､､山林地椿である。経験後過密が

耕しくなったらしいが、こL3年間弧除を行はず放羅して

､､たkめ、現在激識林となり訟閥は殆んど全滅に近い。元

来ヒノキとアカマツ迩混瓶したところであるが､松喰塁鯵

ためアカマツだけが見副fに枯死している。現在は昭和17年

植殺の若いアカマツホ猫ヌマツノトピイロカミキリのため枯

死しはじめている。なお一部ヒノキ林にはヒパノキクイの

被番が勘奄渡生しはじめていた。この地唾に對して市役所

笹は現在2側蔑圏囎駆除強を出しているとし､クが、恐らく

アカマツは全滅う-ろであろう。全く瀦除の手遅れした林で

ある。

しかし現在躯除しているのは、来年漣生し他の僻締ずぉ

鴇過逹殺ことになるから、完全な識皮t捲却を渡施している

のは大いによろしく、決して無駄でないと思う。こLで感

じたことはアカマツとヒノキのiIZ植地に於てアカマツだけ
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すなわち12月龍でに-マツノトピィロカミキリの幼劉が

材中に穿入したものを1月に剥皮しても6－8月に22％は

羽化腕出することがわかった恩これと同綴の調査をc菰に

於ても行つだから比絞されたい。

c・長崎縣東蔵北高郡地方（國磐肥除地薩）

］1月15日こkの地方｡#畷所の*餓燦受胎f下女三氏の案

内で戸石村、田緒村､江浦村の被密状況を親察した。この

地方は19凱年1－3月、5月1←25日、9月1－20日

駆除を施行したといっていたが､現在淡蜜木は勤蒔見識け

られる程庇であって長崎縣下では最もよく畷除が徹底して

いる地浬であった。戸石村に於てアカマツ巽4．5年生の彼

書木を伐倒して承たところマツノI,ピイ質カミキリ(幼過）

･マツノシラホシゾウムシ〔幼過〕、キイ戸コキクイ（成鍛、

師、幼蝋）が主であった。特にマツノトピイロカミキリは

幼過の若いものが多かった塾

1951年2-3月剥皮したという緊除済丸太力職んであっ

たが、それにマツノトピイ戸カミキリの飛孔があったの遁

穿入孔と上上鮫して永走ところ次表の通りであった。

一

と

力現刈峠枯

死している

こと･色あっ

た．従来防

過上異樹菰

の混交林は

過密に鋤し

抵抗力力訓

いというこ

とば一銭の

犠識となっ

ていたが、

このよ5な

激密林では

9－－

澗充材の大さ
孔

元回|長さ
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I第1圏1月剥皮丸太より迄曄一燕の

脱出したマツノ1,ピイロカミキリ 犠識となつ

飛孔〔右）ていたが、

〔長崎鴎西彼杵郡調田村小江原郷このよ5な
アカツマ林丙）〔原圃）

激職林では

もはや通用しないことがわかった。

なおこの被篭林遁1951年1月剥皮した丸太についてマ

ツノ1,ピイ画カミキリの穿入矛Lと恋L(覗化脱出孔のこと〕

との脇係を捌涯したところ次表の通りであった。

２
６
理
６
－
認平

すなわち2－3月に躯除のために丸太を剥皮したもの君

は35％は6-8月の羽他削に成銀と雄ってl鮎出していた。

またZ潤値10cm長さ60pmの釧渤田太に窪入したマツノト

一（15＞一
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I I:上：九州に於ける松喚虫の問題
●

では鞘91硬見の』i蝿賜除に好力し･ている。しかし林地の所

有者である温泉旅館業蒋の協力力魂分でなく、隠除の徹底

を狐せられないということであった．

なお島I解F島全魁君醗に8,200本、6,400滴の被磐があ

り、そのうち北有馬村､南有鵬村方面は特に鼓讃が目立っ

ており，その餘波が雲仙に及んでいろというから決して樂

副は許されないのである。長崎縣のうち毛も、この牛酪は

脳光地として有名なところであり、絶對に鯉食遡から守ら

なければならぬところである。地方靴鰯所の林田宗人技師

は完全防除に苦心されておられるが、できることなら今の．

うちにモデル地哩として國瞥馴除地に指定して'もらって、

罐の對籏を聯ずべきでなかろうか国これ以上被害力講し

くなつ迄から躯除；-るとな魁と､非柑に困難になることは
他の礎例に依っても明かEある。

1，．蕊縣下の撰評

長崎鰈は古い時代から被笹のあったところであつ冠､被

密激甚のため機樹動無くなったところもあるが､今な諮按

鴇籾慨なところもある。現在噸除を非徹に熱心にやつ竃､、

ろところとその反對のところとむらがある柔うに感じた。

元来この蝶は九州ijW名な水朧園であつ筵､山林經醤に鋤

しては水産ほど熱がないと聞くが､松溌過の防除に謝して

はもつと談極的に-般民衆の理解を深め、相協力し一層風

土の緑化保全腫鹿全の手を打つべき遁なかろうか。縣幡局

に於かれては、櫻蝉防除部を更に－Q屑趨こされ、瓢除携

職員の研修を雛んにし、鹿兒島灘の如き催良馴除地腫を随

時観察せしめ為など他縣の長所を導入することが望ましい
と思う。

また11月の被護洲迩に盤いて1月黙溌を蜜施し、所有

者がそれを行わぬときは2月に代執行するという,が、マツ

ノトピイ戸カミキリの多いｼi鰐で1月以降の願除ほ艮錐と

に申し熱､・できることなら9-10月の農縄期を利Miして

マツノトビイロカミキリとキイロコキクイの綱除に主力を

注ぎ、1－2月にはマツノシラホシゾウムシ、キイ,ココキ

クイ、マツノi､ピイ画カミキリ(10月騨除洩れの分）を、

5月にはキイロコキクイを願除することに方蜜I遼簔型する

ように｡eきいものセあろうか。

ピイ画カミキリの頭戴は平均16匹隣、飛孔は6匹弱種そ

の辮庇の樹いことも判明した。

この剥盗でマツノトピイロカミキリの多L地帯では2~3

月に剥皮したのでは、そめ35％内外は刑ｲ吋愚から完全

“胃ができないことを知った。若し2～3月に完全に願除

しようとすれば氷減法か、または燐却法を行うか、あるい

は5月までにパルプその他にして消捜してしまわなければ

ならないことを知ったのである。参考までにマツノトピイ

ロカミキリの生活頚境を示すと次の通り←Gある。

日本南部に於けるマツノI,ピイ画カミキリの生活表

《
一

鰯パ

ー'鋤血－13蝋十紘吹血el』卵子

D.畏崎縣雨高彼郡愛野町民有林

この町は島原半島の入口であって、半脇の幅の膿も狭い

ところ通ある｡牛島の申央部にある有名な柵洸則陛訓1I地方
に“鰹彼害の主流を使入させま､､と、この町でくい止め

為べく町では臓刺になって邸畭に努力していた。この町の

松樹面釧は200町渉丙外で、1948年の銀箔は2,327洞あっ

たのが、毎年溌見次蛎隅除した紬果1951年には500石飾後

の被害に低下したというからたのもしい。クF'マツ直狸2

尺2寸澗10間のもの及び庇皿1尺3寸商さ10間の蝉窃木

を伐倒して雛たが、僅占菰はマツノシラホシゾウムシ、マ

ツノトピイ画カミキリであった。こLP被筈地のうちで静

献の境内のクロマツがまだ孵鎧にかLっていなかった。樹

幹を仔細に騨したところγカヘリサシカメR""o"'･命

｡ﾉwα加$UM1，'1D力榔山ぶつかった。木諏もヤニサシカメと

同様天敵の鋤きをするもの．Gなかろう力観地の方盈の研究

をお願い致したい。

E.畏崎縣南高彼郡小澤町字謹仙民端
こLの地方蔀務所の村田技師の設明に依ると殿光地霞仙

の民有林は約200町歩あるが､現在過鴇木400本､約4000
洞内外であるというから、愛野町に上餓す;ろと被害がまだ

少いよう･盾ある。脳占菰はマツノ愚卜ピイロカミキリ、マツ

ノシラボシゾウムシ、ク戸キ孝シゾウふシ、キイ画コキク

イ等であった。こLではキイ官哲キクイが窪生す湯と‘擁

が急激に薄ドして枝が棺死するというが､まづ遜村部に蒲

換菌が愛育し、綴いてシハイ〆ケBW'"""0"""""

f'"(Fr.)Do''k<争闘六世氏同定>が寄生するのをみ､た。

現在霊仙の被議は未だ著しいものではないが、iil"II1'務所

△

《
］

3．腿兒腸縣の巻

鹿兒朏縣の發表炉依れば同縣に於ける被鴇は1941年（昭

和16年）宮崎縣妖肥地方から齢蝋郡に幾入した系統と、

1942ー19M3年（昭和17~18年）に姶良郡に趣生した系統

のものとがある。腰前砿後を通じて松樹を蹴伐、遜伐し、

その枝條末木を不始末にしたこと及び鹿付丸太を長い柵放

慨したことなどが被海増大の主因をなしてL,るらしい。更

に1945年〔昭和20年）8月の*確悶風に因る風倒#甑

－〔16〕一
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井_i二：九州に於ける松唆虫の問題

木が槻食数の臘床となって漸次被議が著しくなったという
4

鹿兇脇縣掻嘘謹被害及び鵬除状況

小丸大村も焼却している。また森林紐合が所有者より委任

を受けて組合が緊除諸代行している賓愉で、その内容につ

いてIま他縣に於ても班ぷべき鮎が少くな心,であろう。

鰯雲
II"3囲秘喰虫被窪木枝條末木の完全焼が､最近は
却(鹿児島縣肝風郡聞隈村）‘<原岡）マッノシラ

蕊
鋪尋圏クロマツ(蝦の完全鯏皮 思われる
（鹿兒島鰯F躍舩i隈村）（原圖）

が、まだま

だ防除の手は弛められない、もう一息というところであろ

う。肝癖航土醗蝿郡に次ぐ大被蒋地であるばかりでな

く、1951年のルース殿風の影僻で松樹のｵj瓶、挫折水力沙

くないので､‘この際閣撒鯏鯛擶定を愛け服除の漉全を期す
ることが望ましいと恩ク。

刃．鹿兒島縣蹴蝿郡野方村及岩川町黙林

この地方は國蟹躯除地匝であって11月20日被害瓢歴

しながら鰯除を蛮行中であった｡枝隙末木や不良ﾉI戎大を

よく鱒卸し、伐根の焼却ま冠行い畷除に熱心であった。19

51年度の被害は飾年庇の3分の2狸度になる見込FE，漸弐

波少しっkあった。マツノトビイ画カミキリの被窪渤鞘盈

減少し、滝丘ではマツノシラホシゾウムシとキイロコキク

イカ糎占種のようであった。

c･鹿兒島畷の概評

皿兒島縣醐蟻が統計I離れたのは19例年（昭和19年）

で、溌時披害面積10町歩、1,100本、1,900石と報告さ

れているから極めて微必た為もの種あった｡1946零(昭和
2“ぬりには前掘の如く被審が15,550洞に_上昇してはいた
が、そんな大番ではなかった。ところが昭和22－23年に

大皐魅があり、そのときを鍵として被害が急激に上昇して

被謝蔽弱砺)l躯除迩立木駆除〕

｜~燕デー
石

80,000

856,156

1鮒:：
815,7“

543，448

6，2．5801職謁〔鰯欝）
29"鯉，|'｡"::#,(鬮蟹、

１
１

洲燕年腿

昭和21年〔194（

22

23

24

25

6

針

過去5年間に於ける同縣下の被害丑は2,987b948石であ

って、その願除雅ば1，5瓢,084石（外に函蟹堺朧地甑分

58,686WW>篭あるから被譜侭封す-る願除力薗f行してい厳か

つた。し力‘し1950年（昭和25年度）から被溌肥除が耽

遭に乗り、被鴇木の詮赴を完全に躯除するに至っている〃

昭和26年l鷲の立木被害は凡を5101000石であって、伽年

より16澗石織彼密が波少してきてﾙ､ろという。これは腿

児脇縣林務部長川脇文雄氏、治山課長酒勾融氏以下關係戦

員の浪<・ましい努力に依るものと堅く信ずるのである。特

に本年童で“：防除係長をしていた有川俊奪氏(現始j"II

地方副職所林務曝長）の努力は大したものであって、]951

年券R.L､ブアーニス氏からおほめの言錐を戴いたそう画
あるが、現地を観察して本灘に眞相を知ることができた。

先づ肝闘那及ひ翻蝋郡の地方叫溺所を観察したが、照郡筋

所長自ら撫愈蝋防除のINl瞳に熱心であって、衿に上野利士

所長の如きは自ら肺頭指揮をせられ､吾燕と共に被蛎林を

鰯2圓松喰趨のたぁ愈嘩ましい程の倣底眠り氾あ

綱鍵し櫛耐繍の…，難籍繊蹴（鹿兜馳縣肝鮒郡商隈村）
（原囲）

枝條末木は勿馳､不良な

『

こ

－〔”〕一



井上：九州に於ける狭喚虫の問題

いる，その頃ほ噸除態勢がまだ整臘されてL,なかったらし

く、前鴨の被稽辮卜から被書發生鉦fご針する駆除髄の不均

蝿を見ただけで推知される｡その後鴎係各位の協力に依っ
てくし止めようと努力されてい愚にも拘らず、急遜に蹴睡
し褐ないのは次の理由を班げなけｵfばならない。

先づ松樹の乾燃と刊礎蘭と枇喰識との三角關係について

知る必嬰がある。松喚過の被密木を伐倒してみると、きま
ったように材の俄醐面の遜材部に鍵汁整流したような澗色
が表れる。これは皮部から中心催向って射出翻に沿った極
めて多数の細い線からなっているため、遜材部ては太く、

中心に近づくに従って細まり、海図渓形に見える。そして

年繪の部分･唇秩材にｷ賊するところは、特に濃く表れる。
この艶色は縦激而でも見えるが､柾目と板目では多少異っ
て表れる。この愛色が背W(Cer"osMo"jg"""･)に依
る鍵色でああ。なお被櫓材がZ鏑色または淡黒色に見える

のは菌絲の色のためである。松髄に寄生う-る帝鍵甑のうち
君、Cc･"1""ﾉ”"a｜

伽汎11ml'ollllkIｮ木に

も北米にも産すること

が知られており、扱刷

の枯死に1n要な棚係譜

もっているのである｡里,〆嗜･隼
米図のCraigh"d氏0"｣鼠gEE･_i

の研究に依ると郷t鐵，鐸．．“”、’

の披密のない林地で、壷、増

繊
樹幹の輪状剥皮を行っ

ても6－12ケ月も生き

ている。ところが機喰

過が裕生Fj-ると痩季に 節5圃〃画でylI汰の

は倣々 3迦間℃金礫が撒面#ご表れた蒲鍵欝蝿・
兒島縣〕（原圖）禍鍵乃至藩紫，してしま

う。松唆蝋の穿孔だけで、こんなに早く枯れるということ
は、鯉食挫に附随う-ろ訓錘菌が遥孔から感染し、訂錘唯發

青を途げ、髄線に沿って遜材部に長入オろからセあると報
告した｡本噛は好んで鮒出腫中の含澱粉細胞層を通じて皮
部から内部に鐘し、ぎた畷導管細胞の内を上下腱仲上蕊延
し、あるいは慨噂擶の間では、その“孔を通じて、樹幹
に側線の方向に狼がることが知られて､､ろ。すなわち遜材
部を上昇する水分の弧路詮閉窪す為ことになるので、立木
の柿死が加辿庇的に池行する蛎唇あ革と説明されていぁ。
元来松喚伽力;生立木を秘う場合､少しく水分の縦乏した

、

よりな木に鍔生すること賊かである、ところが恥gerl)erg
氏や西門博士に依るとこの脅蕊菌も極樹の含有水分が10－
1ri',#減じたl弧に、蒲鍵醐の發育力落しく、これは職鍵備の
溌育とｵ鍼内の空氣の存在に霞要な關係があるとしてい

ろ。また木蔦は20--30｡Cでよく成長することが知られて

いる。

以上より鹿兒島縣では19”-1948年“和22-23年）
に大皐魁にあい､立木の根よりの水分の吸收と地上部の蒸
散との不均禰は、樹艘内の含水迩を滅少せしめ、機旋過の

寄生を誘起し、それに随伴十為刊鍵墹は25-30･Cの高温
のため發菅が促進されたために22年I藍以降の被惑致が急

激に珊大したもの･上よりに推定される。
ところで現在では、箇所淀依っては溺鰹の瀞度が可成り

波少してきてし､ろに拘らず､本術の蕊育力職然旺嘘なため、
被護を急速に鐵謹できたいうらみがある。今と論っては蜜
幽が極度ﾘﾆ波少するまで根氣よく願除を敏けるより方法瀧
ない。勿蕊林地や林木の乾燥を出来るだけ避ける方向に施

莱しなければならない｡筆者は今回の跳察に於て被害優占
菰、被害程度､被審鱒播度その他の郵境哩紫に腿じて鐵審

木の伐採方法について大いに研究す為俄地のあることを知
った。特に被審初期に於ては鋤所に依り林分伐採の方法を

採Nlする必要も考えられるに至った。二れらの方法や理論
にっL,莚は稲を更めて論じたい。

4結ぴ

以上述べたように唆地の松唆過防除腱は､被護殿の種頚、

刊罐随､氣象條件、その他の調境要素に關係があるのそ、

姥の錘は容易でないから被密を未然に防止するよう細心
の注意を郷って警戒すべきである。不幸にして一旦荻生し
た溺合は早期發見を目標腫L(1>林木を祐死せしめる霧

過（特に第1調生害銀）の菰類（2）躯除を要する哩域と
その間邊の被稽木の分布状態､.(被搭圏而の作成)（3）被

潅偲播と最近の被害材機､木倣、（4）泌蜘輔加しつL･
あるか、減少しつLあるかについての現況、（5）駆除を
行うに鴬って庭理できる被害木の倣斌､弊について酬査

<Suw,y)を行い騏除i"uiの適正を期すると共に被害材の虚

理についても充分研究の狸がある。また激撫地方では新に
生立木を伐採した場合でも、その伐根は剥皮Pすること臆忘
れてはらなbも

獅罐溌員に研嬢の鰻鰯を光分に典え､舵亀有敷な方法

を下部細織に徹底させることが箇めて大切である。法律や

規則は廻獅窃割F置あって、たとい被鴇那迩時期は11月
中であるとしてむ、必蕊に脳じてぱ蛎除はそれ以前Iご於て

も適期になし得るよう℃なければならない。被審調強は11
月だから、それ以後で卿､と狐除陣麿き雄いという考は無h、

ようにしたいものである。

柵筆するi己償り今回の旋行で種上ml蹴逹典えて下さった
林好鯉犠局、長崎繰揃局、鹿兒船縣幡局の關係各位に厚く
御砲申上げる。
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天然生林に於りる懇度伐採ざ

其の後の經過に 就て

谷口信
●
■

●
－可

東火震癖演習林の天然生林に對し中村博士<B)は弱度

の揮伐を適愉とする理由として〔ｲ）刈遡が鯉伐林に近い

こと。（戸）老朽木多く腿全木は良く生長するも年を枯損

を生じ全魁として何等価値生長をしないから成るぺく通か

に伐採を至臘に一巡せしも､べきこと。（ハ）狸座の伐採は

林地林木の危害を増加するの糸ならず地被脳翰を悪壁せし

あ脇来の天然下甑を不可能侭す為こと｡斯くして凋種の号
内外の澤伐の適歯なろを、叉寺崎博士“は撫育的澤伐を

なす限りに於てほ共の林分の刺報曲線を念鍵せしむるが如

き選木を行ってはし,けない。と賊述せられて居る。ともか

く天総跡*,に錐ﾗー る殿も理想的左る斫伐樺先ず間伐程腿の

ものより始む可き種あるといふ主張は従来心ある雛者に依

り支持せられ来つたことである。

鼓に鉦者は弧産伐拶勤;行なばれたる林分の其の後の識過

に就き二、三の観淡結果瀧報告せんとするもの通あるが、

戯中枯投蛍の年次的取扱ひに閲しては吏挺研究の餘地ある

ものなれば、本職は蝿に共の伽嬰にと時むることにした。

(A)斫伐前の輪

三つの洲通風につき斫伐前Iの林分炊況を郡定したるもの

が鋪I蕊である。

鋪1鯛査哩はエゾマツ副.皿％、トャマツ”､05％､測

紫樹18,14％の混瀕歩合を有し全蓄獄の75.41%は大樋

"18.S3%は中裡談5.76%は小睡綴腱脇する。

主林木の立木木蝕は加徹190本なり。

鋪2調在職はエゾマツ44.09％、I､寺マツ3】‘､49％､澗

蕊樹24.42％の混瀞歩合を有L全蓄徴の68.98％は大型

級、21.59％は中裡級、9.43％は小匝級に腿する。或沐木

敷嘘h凡耕280本なり。第3鯛姦偲はエゾマツ､湾.96%、

卜¥マツ39.82％、澗紫樹36.221Kの混涌歩合を有L，全

蓄俄の5】､93％は大穂級､33.87％は中孤級、i4.40%は小

誕教に燭する。立木木欧は1'認識2製本なり。

(B)斫伐率

各調査鰹共エゾマツに於て睡魔の斫伐瀬刃撫られ談樹駈

の錐中伐擁の如き観あり、批中錦,2鯛迩腿の如きは88.麹

％に及んセ居る。

節1調迩膣は針澗込51.66,f，雑2調恋瞳59.85％､第

2洲迩賦、26.97％通あ愚。

(C)伐簾画蕊に於ける秣分中其後現言に至り枯撹せるも

の

鮒1訓託雌は斫伐鮒エゾマツ老大硬木を主とする針轆樹

林なりしが､之簿エゾマツの掠奪的伐採がなされ、幾存木

に突漉的劉境霧鍵化を典えたるためか、漸次f擁樹の枯損

を誘發し､侭時のI零本たるエゾマツ､中､大腿木及びト
ドマツ犬巡木は鋤在に至り凡て枯畑とり。

鋸2訓迩遮はエゾマツの大半が伐採されたが､直後の状

況は卜寺マツ中、小浬木に耐む金緬混誘林であり、前肥エ

ゾマツ残祢木に比し、謹塊の淡化に良く耐え郷たるものL

如く･Eある。但しI､ざマツ大裡級に芳干の祐損を読渡し

た。第愈訓迩匿は各樹諏より枯損を生じ共の數没は節1調

査唾につく・もの種ある。

(D)現愛称の雛態(1942年7月現在〕

〔イ〕主林木

三ツの訓査唾の畢生立木に就き全林毎木調迩をなし裡籔

別に無計せるものが第2表である。

〔の剛林木鏥に前生幼樹(針紫樹〉

一

』

I訓査地及訓査方法

本訓迩は2蝿が'942年7鼠現旭川饗林局符内の’1『彌辮
刈嘩魑施業案像訂に際し43$林班に於て行ひたるものにし

て.本地は卿ir大震災復遡附材の伐出地なり。此幽に1恥．

づk3ケ所の剛査遮を設け同蹴内の根株､班Iﾐ立木､.現柚

投木より斫伐鮒の林分及び斫伐率を算定した。現生立木に

就ては毎木に生長雛を入れWf伐蹴後より現"(19ｲ:2)に至

る生餐趾を求め、枯損木糎就ては樹､句款の不詳なるに依

り伐採後平均5ヶ年I剛生長し年2mmと假定し1cll】を符

枯損木より差引き研伐鴬時の現枯損木の胸間祗裡とした。

根株は地上30"lの個所を漉誕雀尺にて測定し別に調製

したるIMU高直i雌鯲表から胸商磁極を求め中鮎博士の森林

立木材穣表をⅡjひ伐採量を算定した。同地内の副搾{<及び

前生樹は200m鷲の標姻地を夫全殻定LJ(｡数曲tをWM遊面機

111nに換算して求めた。なほ倒木は腐朽進だしく何れｲ1斫

伐前のものとして認定し，fl算外に髄いてある。

11成積

一

－

隙嚥者〉北海遁大學農學部助吸授
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1

ﾛ

一

－ 谷口_え天然生林に於ける弧度伐採と共の後の經過に賊
一一

各哩共、夫々 200m習の概準地を設け0.5～10.0[mの

ものにつき飛迩L夫痔エ】lilに換卯したものが鮒3表であ
る。

エゾマツは殆んど倒木更新にして何竿1，くマツに比し遜
色がない。

第4表更新

－

〔ハj斫伐後腱溌生せみ誕新離樹の溌芽床別概要（金蝶
樹〕o

ff調査職共共の更新状況に噸じIOO"恥豐の標準地4ケ所
つL縦走し發芽床別に更新樹を調査し失毒の掩腫を求珍
hil轍に換擁したもの力輔4表である。

稚樹〔本数)’

鯛璽
倒木J,200

根糠6“

地G_l: 500

－－－ー

'ifl2,3001I

’

2

ビｺ丁蜀焉ｼ｜計重夫7｢了|計

｜･蓋
1，000

．2“

300

l"400

100

2．300

],5()013,8003.800

図】ち雨脚種共畿芽床として倒木､根株を趣鯉するもの多
しロ

(E)現在立木の生艮状況

鋪ｴ表第2表より現生立木の生長脇係を求むるに

鋪5表現生立木の生長趾('',3)

幽塗L趣要腔ﾏﾂﾄﾏ弱｢藺翻｜計

｜;:；13’霊鯉鰯制調";"‘
網生長量

1ｺI鐺生長量

生長率〔%)’5．

｜樹慧割‘蓋萎
総生長趾

2平均生長駐

生長率〔％〕
一

｜劃職;雷
雛生長鐙

3平均生長最

生長率〔％）

,裟鷲難罵鰯繍態駕畷；
發生があり、之を錨鰄ドより除外し、斫伐I唖後の甚銅*分
と比較ずろならば第1"迩匝はエゾマツ460.602m＄、卜f

マツ］0.3理皿珊の蓄談波少､ガ嘩樹28.533m3の珊加、計
28.383m3の諸秋波少と駁って居る。館2刑謙腫はエゾマ

ツ9.0"m3，卜ぐマツ59.352m芯、漉龍樹28.784nf,計
97.136mnの蓄獄珊加、錐3鵬E瞳はニゾマツ3.764mMの

波少、卜寺マツ58.理9m3、澗鯛封22.253nfの珊如、計

76.63Sm3の諮談墹加となって居ろ。就中第1調遜睡の如
きは梅I醜の墹大のため所認負の生長となり、何錦侭値生
産をして居らない。

I

H1結 言

（1）生長率は必ずしも斫伐率の墹火に仲つ仏dMILな

いから湿庇伐採に依り菩磯資本を急激せしむることは危倣
であ患。

〈2）木Wll;査地は地勢溌斜なる訓蹴輌中腹にあり、疎鮒

個所は大部分催生地にして立木状況は平方米漁30～50*

にして倭小瓶ろもの多し。局所的に邑・ゼン蛍チバナ、-マイ

ヅルソウ、アザミ麺を混生すb而して相職數の前生樹及び
更斬樹が生育して暦ろ｡弧匪の伐採にもかkはらず脚の場
合は地被髄物の瓢蕃な為悪鍵を招来しなかった。

（3）エゾマツの副林木及前生樹にして倒木更新をなす

もの多し。今後蝶約施業がなされる溺合に於て侭倒木は虚

理せらるL故該樹孤の保波に關L特段の溜意が必要であろ
う。

“）針蕊樹就中ニゾマツの残存木は枯損しみ､から選
木は恨癒であられ侭獲らぬ。

文献

〔ユ〕中村蜜太郎:樺太演習林に於ける卜守マツ、＝ゾ

マツ天然林に就て、K1929)|林撃曾雄総第十一巻雛踏蕊
（2）寺崎渡：浦洲帝國の天然生林の施業法臓系硴立に

閲する洲査班究方法新老､<'942)林好試鹸時報節五繼
銘二鶏

日林協の電話が開通し生した

九段（33）7627番

－

－〔21〕－

リ
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林木形質生長量査定に關する一例

村田文之助

寡一一ハーーー

枝下商の商いものは-簿材が採材できる、そしてそれはQ
の値が火に出ていち。例えば誰定表第15離水の如きは、
樹間はエリ商い(22｡3In)力較下商がより低いG..nD"
めに、一稲丸太でも一等材がとれない、二等材となって､、
ろ。Qは83.0;mcoところが節13郵木は第15訟木と同
じ胸猫直挫で､樹商はより低い〔21.6'心｡けれども、技下
問がより御､α､5m)もので､二稀丸太藻で一蜂材がとれ
湯。Qは169.5mcと算出された。

次に試象に壷定表･亡ついて、鮒8銚木から邦18離水ま
での＄のについて、胸高湛裡C1D,樹澗)、枝T轍Kb)、
材秋rv)､形質慨<Q)蝉を曲線脇にして見ると次闘の様で
ある。枝下高の商いものは形笈値が大となることがよく判
る。形笈値は材職に常に正比例的でないことも到る。枝下
商力潤ければ一蝿が多くとれることは､､うまでもないで
あざう。

1．前言

さきに私は林木の形猟成長を貯鐡ずぉ方式として次の式
を提案した。（林雛技術鮒110雛〕

林水形質値Q=竿………………,(A)

叉lXQ=半……･……………,<B)
ここにQ=林水形鷺値帥の､11=樹潤I(m),b=:枝下問(8'D

11

0=冠滴い)､d=臘滴m"K")､C'='一・筋

b>cたる甥合に(B)式を＃1う。

昭和26年8月281ﾖに℃人吉蒼林鵜大翁那業所主IJ"
,竹将君の御旧識によりスギ伐倒木について資測をやって見
ることができた。

次にその結果をお目にかけたい。喪測には日高式孑蒲の
手博をうけた。宮竹君日高君に對し感鮒の意を表L鞄い･

2．寅測要領

伐倒木について、胸間直礎､樹高､枝下商を胃睡す｡叉
別に伐倒木の根元より13も5ﾉﾐのところの1u径を測り．、そ
れを-舟職L大の末同齪陛見融L、更にそこから13．5尺
のところの直観を測り，それを二薪丸太の末口直郷と晃倣
し、順次菫悉ﾒ燐、四瀞1次と測った。枝のついてない丸
太ほ－鉾材､枝持のﾒ雄は二等材ということにした｡二蝉
材には末伺直遜の數値にカッコをつけてお1.3,た。副職ここ
の事業所で瞳この識にしてﾒL太の癖鰹分をやっている。
同じ末口臘鯉の丸太で、一難材が二蝉材熊りも高個たこと
はき藍つたことである。で慨椛のことば認在から描酪Lだ
が､ブ味の侭悩の大髄は貝蝋がつけ側られることと諺える

3．調査結果

溌在詰果はZ嬢の遡り

4．吟味

森定表について吟味して見ると､同じ胸澗磁極のもの種、
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一癖材の多くとれるものは形質値(Q)が大と算出され
てL,ろ。即ちQが大種あるものは価値か郷､とい､える

であろう。
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村田：林木形賀成長過査定に閲する一例

スギ形賀成長粒在定表
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本誌『淋梁技術」''5盤に太田氏と“賎官が上棚題目

について訴えられ¥い斯界にある者とし｡ご夫々の共通した

悩手を公けにせらｫ雌ことを謀ぴ齢騨侭iの護展の浮
識料として深く感ずる者の一人である。

4つの問囲につき文部櫓のs辨務官より御懇切な御批測

もあり結論も輿えられて届るが、2，3の鮎につき深め、具
"的な剛函について述べ、更に諸斑の鋤'上劉を】閃きたく、

老へる所を篭とめて見た。(11鐘参照）

（1）～〔4〕につい･ご之を護は次の如くまとめた。副ち

(A)耕業放背の目漣とカリキュラムの股定について。

“）敬科畢譲旨郵法（及び激科寄）の問題について。

(A)林業瞬萱の目謹とカリ牛ﾕﾗﾑの設定について．

“〕地域牡愈の蝋錐關係諦剛髄）の要論する初級技

術者義成力堀深謀秘で如何に義成されたら良いか（そ

の鵬迩と受入態勢）について毒へて見る。

太田氏が學佼と吐曾力謎郷してゐることを敵かれておる

が、これ砿ついては賊後鰹{棚改革及新教育法が採脳され

その秘建に鎧われてゐたことL，一方林業界も國民有林

の椴椛が政愛せられ､之が經菅を見れば極端な棚党の不
均衡の對錐等林莱全般が勤描Lたことに韮因してゐると

思う。而し乍ら今や改正燕林法と産梁敷育法の下腱行政

と激育とが一魁となり、新しい日本のﾎ鐸が私謹②手で

再述されなければならないことは言をまたない。

紙面の關係から課題を具髄的に弛必る、所で私は新制猫

校に地域吐曾が嬰謂する溺合の初級技術者とは、林業課

程で如何に義成されるべきかということL鐸謀程中の

綜合農柴の一部とし･ての林梁〔没村林業部l''l)をどの様
h

に脚極中に挿入指導するかという間剛とがあると思う。

こ上では綜合農莱の林業は各地に於て異ると思うのでこ

こでは坂"l』げず､林業諜鯉に於け課1噸を老察する。
（識．s訓鰯官の丈参照下さい｡）

〔高挟の林業課羅に於ける林業教科配列及び剛元柵成上力D

雑木的性格〕を考察すれば、

職莱激育の一認として、林莱教育の第一の目標は、現在

及び將来の林莱者に必要な農林柴の裂龍と技能腱雷熟さ

巷ること冠ある、而して之を識弧して他の激育を聴覗し

‘或は著迩教育の秋育叫曝から離れた総定のカリキュラム

を殺定しようとすることは、林梁教育の本旨ではない。

即ち林莱教育の主な役割は將來の中騒制諜技術識として
ホ峰に闘う~るﾎ雌的な知雛､鋤饒修得することが必礎
である。そのためにこの激育の主要目的をあげると、

1．生徒が卒業後林莱技術者として林業に従琲し、現在

多雌雄斯界の進歩改良に鄭念努力する索地を啓培ｳー る

こと。

2．森林生産の蜜綴をあげる賓務的能力や森$杜木腱腿

ハlされる測,in技術､誰IWの設計に對する韮礎的な知

職淫職を得さしめること。

3．林業經慧の蛮溺的能力､林産物糊|11の知識經隙を持

ち林業麗境改謹及び維時に側する能力を啓培ずること

以上の如く林莱に關速する種々 な1m題解決の爵にはあら

ゆる種類の能力を必要とする。か上る能力は蝋に知識の

鴬の學藺壱はなく、醸習渚が職業教育の目標を遼成する

燭には指導目標と林業演習との關嗣こびに蛮脅俄醗の篤

の施設といふことにもふれなけれ鰹ならたいが、こ上で

は省き迩施の~例を楯灘目穏について學年､時間配幟、

凧元、その内容についてあげると次のよう縄なる。

別表第(1)表但し謹鰯科目が3～4難くてあるが雛佼

電逃羅科目を決める。

別表雛（2）表箪元柵成と展開

別表節〔鋤表指導法の一例

〔林梁柳程の…は901勧赫梁關係へ希黒しておる

が､濁伏は30~40％が就職し20～25％が上級鐸を

し手居り、この上級苦"諜罷及上溌郵門蝶謹への巡離熱
′は就賦悶雛と共綻墹加しつLある｡〕
而して新制高等學校銃の目潔は學鍵育法にうたわれ

ており、我走が生徒に職業の薊理を教へ林業教育を施し林

莱界への希票ある池出をせしめるには太田氏⑳砿α〕の林

柔3鯉髄の弧力な技術向上への遼欲と受入態勢なくしては

筌髄に聯しい、これは太田氏とは同感である。

而し｢然るにやLもすると､勵有林或は民有林の諸問題に

ついて全く情報の入らない識R冠ある、激師は遡態依然の

激育をやってゐる」ということについて、施設が不完全で

あることの篤に非科雛鋤な、時代後れな而もなしといへな

いが､而し之は我々 が今後努“ければならない酷と恩ひ

《
』

0

へ
』

〔錐者〕長野縣上伺梛農莱高等躍挟

一〔24〕－
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代田：『新制商稜林業激育鮠｣について思う

借先述の如く受入態勢については、忍も嬢佼としては、

採用者の畔憎i校の特異性を翻識さｵ群用試職の蛮施を

希ってやまたいが､上級鐸者の珊加と、一面管通商佼

出』Z渚の就職職加に件ひ、雛佼自侭が地域吐曾の要認に

沿うべく存在する識fから、斯かる面､の遜出の可能な

遜繩の棚を持たせる一方､f鐸k育娠興法により林業面

の般備の充蛮が肝られ、林業荻育を苧けなくしては到底

特迩高筏卒で“錨に趣『出来ない、理科的教義の上に

立った林柴､或は林莱技術を具へる必嬰が､醗校自臘に
もあると老へるのである。

(B)救科畢習指蕊法〔及び教科叢）の問題について

私も激糖については天田氏と同感で鯉､もの防刑行
される事が癌惑される。而L編蕊の諸先生も述べられて

おられるが（避難教育喪軸固定したもの遁なく､．あく
叢･画手引であるこ・とを服きかつて雑煮が激育側醗§迩所

依蝋の獅播研究員のときにもこの黙を考へさせられた
が、日木中の中心もある模施燗燕網野を参考にしつL
地域性を郷入し乍ら詣導することが大切酒あると思う。

之にほ参零職を率莱後の必嬰朧も老腫し･亡使ﾊIする11Fも

良く、郡の特殊性等も老虚レ疸生かし|WI元構成巻するつ
もりでやって居る。

教私賑導法については林業敦科の邸習揃灘嬰領もなく、

私共ほ生徒指導上早急に希熱致して居る力泳蝋元小IMI元

の一案を別紙錐2表の如く作成してやって居る。紙面の

都合雁より省酪されるかも知れないが（その一例）この

小雌元の理解技能態座につき肝慨も夫盈明らかにされな

ければならな､､と思うg("3)

借淡習林の賞智は夏季一通間位を幟睦けておいて潤施
することや､激窓脆導上授莱礎習を織込んで鯏辿づけ､孤

蕊篭霧競藤灘欝静麓霊腫し、
以上太田lS那務官の丈を瞳黙『新制高校のｵ嬢Wl
の"嬰性を想ひ投げられた波紋を大きくし、浅學浜して斯

面への日が浅く製多不明な疑を持ち乍ら、,2,3の私見を潴

賢に"へ御批判を頂きたく、錐を取った女雛である。蛾後
I軸業技術鱗に於てかLる初級､中蝶銭術煮の饗成或は教
育の篤に諭先生1値より、『林莱教育研究」の部l恥jが形作ら
れ､本誌が街校*燦教育振興への活眼を開かれる具髄的な

蔚識を樹立されんことを断って筆遊おく。
〔註〕鐸敦育第4S雀認4蕊､我国林莱教育の發逵と
その將来：山本光箸参照下されば大戦科制のことが

詮じである。

現在忍共が俊施してゐることを肥し醸係諸斑に訴えたい。

即ち

忍共離狡敦育に從尊Pする者もI鍔支徹l等登通じて図

民有林の在り方や挫術的な婚導法、閲髄について{伽か乍ら

籾繁り研究し「3年内の陳淫を総え災立つ生徒が役立ち得

ない」ことのなL､よう腱努め､亡ゐる。最近の2,3の例をあ

げると、

'〕誉林弱､地方1醗所､躍校等の淵係鞍員が醗逓毎に筒
合L､で「林柴技術普及負凌椛腿定試隣間腿蝿を1人5

~10IMi宛10人位力喋り互に研究し、各誠溺の潴鯛蚕を

鍵理し蕊表し合うこと遁、之は管内の紬瑚．､技術指導、

間閣となりつLある班菰､新しい説弊を互に討論し合う

ことにより、割りやそれ以外のことを能率的に勉強し得

鐡の陳Gある。之は非徹に災いことであることを、回を瓶

ね為に随って互に思うやうになってゐる。（昭25年12

月より蜜施）

2〕躍校に於け遥亙期資調を國浦林婚刺辨)逮設省天池

川改維率務所､地方雪職腐、I1嚇寸役壗等へ分散し學科と

I淵辿のあるアルバイトをし學校戦員や係員の指蝉により
奮陳指導をうけてゐる。

3〕品瀞會腱示衝を學校と地方剛餓所と別箇にせず共同主

催として雛側魁の後援を得て礎施しようとしてゐる。以

上の1噸は蜜際行ったり、行ひつLある例であるが各捌

係諸富鹿の締脚的物質的な御協力は聯佼に．とり‘不可峡
な､体大な力である。而し職梁敦育の寵要なものとして

心掛けねばならぬ勘は、時により、羅理を忘れl剛用に走
ることを以て蕊足れりとする、或は完成したかの如く老

へる繍庭式敦育である。之催伸長しても將来の林業人を
作る教育ではないと老へる。

qj)林業教育の目鮪謹成の鴬のカリキュラムの在り方

太田氏の“&理科（理6下より16～15）の閲題はS那務
官の言はれる「激科目の組合せ時間配徽蝉の研究が良け
れば可能lのことであるが､私もカリキュ･ラム細成上の
大き煎間題と思う。數雛の三角幾何の分らない生徒が測
盆をすることのないよう、解析’と幾何謹捌通つけて墾

澤を夫去の面から歌へ理科は物理、化學､生物、地學中

から縦も棚係深い教科を暹び全く分らぬものム居らぬ嫌
に棚を股<指導することは可能と思われる(第'釣.備
識$生産、森林土木、林産加工、林梁經濟が綜合農業の
塩合より大戦科腱配誕されて居り噸1W域員が3~4人し

か居ない現在愈墹員u戦しば災いが､地域的に或は飾殺
から考へて困難とすれば､林"寵等の例の6激科は理想

としては良いが、現状､で良L､迄思う。これは戦時中の残
し子との翠君へないプ範爆}制の良さを持つと老へてゐ

ろ。（誼

一

、

自

《
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第2表その一
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第3表

1．大W碇森織II'燈はどのようにして行うか。〔立案者代田正二〕
2．邸元観(趣旨）森林を測獄出来るように能力を義ひ夫為態用技衞の裁礎とする。
3．目櫟

A.知議翻解

1．緋築港として林業の合理的腿誉を行う燭侭林地"MI齢や森林士木工覗侭適用する測池対W罷工21Wの批鯉､在の鱒
に測泳心秘要となること。

一・《27＞一

、

大 皿元
4

1

－

｜・風標｜％名 （指導内客） ％
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代田：「新制商校林業教育髄」について恩5

2･距離方向、商低の醐係を測るには多棚類の器械があり測定の進め方にも色燕あり洲蝉果の諦庇も籾略な場合
（剛數を知る〕や糖密さを必要とす為場合がある聯･
3･測滋請果を叢とめて水平的投影圏（地形圏）や他の岡面に表わしたり、面識を求める量に色々 熊方法があること
4･測熾方法には揃脳に4形の器械を使う辨もあり、大規模な三角測蹴や航空鰯侭測批を利用する場合もあること。
5．測量:の技鰄9方法には林業が女殿c築絢化されより保綴的になるに艶って巡歩し、器械も精密使利なものが出来
つ氏あること。

‐上記調目力輕解されるよう、生徒に指導される基礎的な鯏元観として老嘘されて、森林測鎚がどのようにして行うか
を職』細来れば良い。

B.技能技能については次の方法について賓施することにより、Aを達成する。
1．恥校吸地の刈函測赴と建物位舩の測定が歩測チエン蝉で慨測出来霜こと。
2．推木的な製賦法(文字､裡富、磁針､凡例､縮尺等の記入）が肌来ること。
3．平版による避本測法が出来、土地の離水的澗迩が出来ること。
4＝ソパスピよる周圃測戯と細綱､盆が方仙角によって行わｵ哩剛が出来ること。
5．1､ランシツトによる周I剛M避力噺繊による内角の測定によって“ﾐ製閥が出来ること。
6・スクヂア測inによる距離測溌や高慨(地形)測斌によって出来ること。
7．曝脚I鉦の総酔の縦職測蹴が出来ること。
8．學挟林や附迂の林地の地形測蹴を行ひ地形圏の作成餌出来ること。
9・図面の縮少､繼識聯を行ひ至般を通じて作られた地図より弐の殻刷施行の韮礎となり、輝山より得た知識をまと
め、更に1If寓興等も焼けること。
C.態庇 ／

’･技術の輕覗しとかく人間的な激蕊が忘れがちな弊を＃瀞し技術も詰局それを剛ひる砿たる人間により､より慮
鹿な進歩的なもの力逃れると考へ指難3－る。

2．測批投備は方法丈けでなく使う器械の栂避や鰍銅謹Eの戒扱方燦良く螺し器械蟻遡庇なものとする。
3.測餓が天候等に左右さｵ咋ら迅速適確に行われなければならず､製圖蝉の約束は淡任を果し匂IHB迄に拠出せし
め遙。

4f測鐙の嬢雷に職ってその結果表示の増合冊性の醗能(鬮盗)製圏を仲lｲ校外に於ても廷長されアルバイト等にも
活用出来るや5に心掛ける態魔を菱；こと。”
5･技術は滋地に随激しなければならないから出来る丈け磁用化される溺豚に於て器械を便ひ模戯の溺合も課林測趾
の想起を忘れないこと。

6．．本郡に於ては疎林の施莱計搬､荒腹地の復溺､漢Ⅲ1工那､河1i工螺の華礎測鎧錨蝿閣な測趾を行う必要があ
るので澱溺伽技力賭を蕊成し､測逓法の施行により公地測蛍の漉施有賛輔者(測逓士補)巻得るべくその't椛先を
養うJ

4．時間配犠（激科腺秘胤碇椛成参照のこと〕
5．小蹴元（名〕地形測餓や地形園示はどのようにして行うか。
1概飢

A箪元設定の理由諌林の測雄が凱盈の器具(平板コンパ尻、トランシツI､）で行われるが､之等は今迄に於て分科
して器械の特徴操作を教へて来たが、この器械を右駿的に關迦させて以上を綜合す愚意味でこれ
を般定したのである。

B發隈迩紺平板測避コンパ案測斌に於てzI弛測趾から既に簡低差や商低角により、商低測戯の慨念を熱入し
て来たが、トランシツト、ス女ヂア調職に入り平面測赴と商低測斌が行わｵ'之等を…しつ上謀
ホ剛量の完成をするわけであるが､こ上で識林の經醤に地形測量が鯛､側係にあり〈なほ次のレ
ペル測鉦も林遁､渓間工聯に必要である”噸用面を導入するわけである。地形測肚の裁果は高
低起伏の朕態を地形側として、完成して行かなければならない、今迄各弧の方法による測蹴結果
をここに於て綜合し、所洲折線測堂によって外周を測定しこの中を滴低測斌捧よる商低蓋及覗距
測趾に於ける商低謹を基削輌より高さに噸じこの標商によつ宝等澗眺を見つけ出し鮒醗を結ぶこ
とを作闘的に又計鱒的距行う。
Ⅱ 目標8

A知識理解嘩礎的知錨

ユ地形ill錘は何を目的として行われどのやうな方法によつ･亡行われるかを理解すること。
.2.1､ランシツトの商低分膨盤水平分腿銭の使朋目的を知り遊標を硬承とり（脈理を知って〕内角､商低角を測定
出来この結果を言跡し製脇出来ること。

3．蕊本線についてのjｿ､角から象限方位角糎距紳距を計算し倍子午線距離或は合謹紳距法によって而溌の計卯が出
来ること。

：:鍛農鵬:繍溌懲獺擢懸2繍蟹繍鰄鯛醗"縛ること。
6，トランシツトゴンパスの票鍛鏡の原理､覗距線の噸用を知ることも
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代田：噺制商桟林錐教育腕」につ､,て思う

7．地形岡の作り方（作園法と計煉法>が出来ること。

B峨用の能力（技能〕

；:舞謡繍鮭鰯:繍嚇麓陛瀧慰の池蝿”
3．内部測定の誌果を正しく§I"M来､醗差の修正をし製固が出来ること。9
4．蝉商鮎の迩鐇臣よって“i線も記入し縦曲瀞瑳を修正しうること。
c態度

1．器械の取扱が細部にまで配職さ汎てゐろかどうか。
2．門角測定諸遊隠によって間遮なく暇まれているかどうか。

3．閉合誤達の程庭を許容限界内侭と篭めているかどうか。
4．數表を引いて商低力瓢遜に正しく出されているかどうか。
5.地形詔等の製倒力輔庇に鰹じ･迄行はれているかどうガ､

こLに於ては器城や岡面に鋤して少Lの隈差も生じない様に注意し叉隈強を生じ“合は之を認らずに修正戒,l"V
洲する如く、その態度を那覗して行く。
、脂華､の準伽と指灘上の洗意
1．生徒の賓臘

ハ>卿｡一聯猟鱒裟雛驚隙識瞬#質し熊いといふ繍繍が多く､それも壁謹鍾腱蹄≦
B)既有知識－1>山囚地圖の數多い娯線についてどのように老へるか(IH瞬の長短）

鑿〕地圃を用ひて濃淡を知ったことがあるか、鮮商線といふ官紫を知っていぉか、天氣闘の等雌線を
知っているか。

C)經醗－1)コンパスの個虚の扱い方と異う黙をよふがえらせる。
豐>コンパス測蹴の個所に於鍾スタジア測趾を併朋したが、この墹合の従徴圖を想起せしめ蝿i鋤を知り
得たこと毒よぷがえらせる、トラソシツ1.でのスタヂア測鼓と鯉囲も同じ。

3》1,ラバー測撒の中にコソパズガ雌を挿入することに關辿させること力蝿験をまとめればll味ろ。
4)標高のl1lし方を想起せしめる〈この場合はトランシツト、コンパスの高低角利明で良い｡）

2）参窄舞料醤店

撫鱸鰐瀞癖ゞ
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聴璽
シ1,令測鍬の特激は何位と商低13トランシツト職内角と家庭.嘩理

高低角の測定をふり返って見る室遁醗表
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森林手簿。。｡。 CO

木 か ら砂糖を

成澤多美也

耀丘、砂轆を澱んだrl#い綱が徽勿入って来るので、

ひと頃のよツな砂離餓鎌は一噸解淌されそうに見え､甘瀕

もホッと一と脳というところで泌為。

しかし,何しろ、砂測が外國侠存である限り、職醗でも

姑まれぱ､叉途端に砂糊なしのほろにがい生活を餘儀な'く

されるのは必定；何とかさうしにことのないようにと甘歳

である私は朝な夕な願ってし､ろのであるが、これは私ばか

りの念願竃はあるまいと思う。一風の文化は砂轆の澗費鉱

によって定まるという叢廻いはれる慨であ為から、砂鮎が

筒諾できれぽ､迦に謎化も向上しないとも限らなL､．
通必ずしも艇ではなb､かも知れないが､兎に角或る程度

の砂識を自園から生産できるということは望叢い､ことで

ある。

しかもそれが､われわｵ翻琳の中から、何とかなりさう

でもあるので、今シーズンには少しさうした試承をやって

象たL､と恩うも

次の剖蛎は簸誕慈んだ二三のものLうちから抜梓したも

ので、これを土遜にして、各園有林、殊に秋田以北、削聴

寵に亘る北紳40｡～45.の閲にある刻域置試醗的にやって

もら､､、うまく行ったら来年腿あたりから邪業的に蛾bMI

してもらし､たし､と思って大急ぎで識､‘たものである。

fi郵力輔えれば､人即駐理なんてケチなことはケンとん

毛､皆期か浜生活が出来ようとL､うものである。取らぬ狸
の皮蝉用がだんだん大きくなりさうだが、お瓦にさうした

無持でfiF聯をやつ｡ごL,れぱ、ジヤが出ないまでもヘビ<・ら

いは出為だらう。

とが脳来ると云ってい為。

雌に林分の中にある楓ばかりでなく、路胸或は街路樹に

なっている楓からも家庭用くらいの液は探るごとが種き

為。

此の外パ'ﾀー ･グルミ、カンパ、プツ蜂からも採液1M来る

ので､敢て砂糊楓やその森林がなくとも、何とかなりさう

なのである。

果して日本の樹がアチラの概やブナの糠に多量の液を出

すかどうかわ、やって見なければ解らないが、さう心齢し

たもの､Eもなささう-ごある。

へ
」

ロ

2樹型と胸溺直径

樹型は相溌吟味し液けれ臓蹴らない。經騨によって次の

様なもの力雑批さ救廼L,ろ。

形態よく、生育も旺盛、健全でなければならない。殊Iこ

樹冠はよく整い､四方にl贋がつたものであることを要する。

バーモント農馴黙職場の調査によると、液批は莱面散に正

比例し、受ける陽光の鉦に影番するこどが大きLfといって

し､る。大腿直腿1尺2寸、樹間50尺の木は162,000枚の

紫があり、iこの紫而獄も釧疎すると1反3畝に相機するも

ので、この程鹿を理想的としてし､遥。兎に角樹冠も領面剴

の多い蕊よいわけである。

胸高直運も仲々八鐙しく、1尺以下のものは探液窓許さ

れない。

■
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3．立地條件

砂鯛“をシュカー､ブ潔ｼｭといっているルツシ≦
といっても澱Gはない、篤健を見ると立祇な林である。こ

のプツ‘シュは識岡で同時に労潮<のよいところ、西南蚊は東

に紐斜してし､ることが鼎ましい。生産地ではコールド、ブ

ッシュとウヲーム・プッシュに蔭別している。前者は寒冷

な風を亜ける林･唇､後者は南閲した洲､､ところにある林を

いり。同じ地域でも後者の方が數日早く液を分泌する。理

想的な經管法としては此の剛渚を持っていると、早期から

“､に亙って液力韓られろの．“合がよい。

夜は氷り、識はとけるとb･つた交遜的に気温の上下のあ

るところが液の分泌が多い、夜間－4°Cに下り、間中十

13｡Cを蛾高とし、しかも混測な北風か西風の吹<地方な

1．樹種

木から砂繊と､,えば､砂鵬楓を愁いIil-;-b砂瀧楓のない

我が溌遁は、したがって、こんなことは無理な話だと私は

職づて､､た。しかしこれは認蛾不足なんで､御本家の米國

や加奈太でほ、砂斯蝋をハーIF、メープルといL，これが

全林の25～75％を占めて居るた必に、自餓鱒統的に此の

樹髄を用いているに過きないのだきうだbそl1以外の榎は

ソフト、メープルといっている。此のツフ1．、メープルつ

壷り槻瓶なら何の種類に限らず靭i分含避の多い液を採るこ
一

(錐者〕纐周隣加茂腱林高蝉學校
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⑱樋含避の4～9％に過ぎず､大したことは蝉いとされて

いる。

穴が明いたら呑熟口をつけるのであるが、これには木醐

のものと金蝿伽のものがある。金混製にすると錐の直箆や

穴のサイズに合はせて多赴に作ることが出来るの･E"利で

ある。

此の呑熟口のところに家庭用なら、臓口のカラス瓶､少

し大型の難詰の空き蝿を錘ら下げるか、家業Ifjなら1升紘

入るバケツを下げて腿《。何れも雨の入らない織腫雛をか

ける必要がある。

3j喋的に取り扱う柵合は少くとも500か以上のバケツが

かけられるようで欺いと、採算力轆れな､､とされている。

大魁1町歩洲り15●~200ケのバケ必がかkろくらい充
分な木力注え℃､､ることを嬰するというから(‘00秒なら2

町5反乃至3町5反ということになるが、日本ではもっと

多い面哉が“であらう。

アメリカの生産地で､此の謝灘に適する林の立木庇は次

の様である。

胸高直裡1町歩侭り本数

8～10寸200本

12～狸150J

15以上100

ら申し分ない｡

温度のこうした漢化は、木細胞や内部細胞の空隙中の力

‘スを膨服或は收鍛せしめ､これ力稚の分泌に及I燭-動力と
なる。此の力は夜分毎平方吋2ポンドの吸い上げの力を出

し、日中Iま毎F方吋20銀ソドの匪力になるという。

4．採液の期節及時間

採液の期節は早邪から開芽するまでと見ればよい。

バーモントW唾遁は普通3月5日から4月15日室で採

液し、易｡ハヨー、南ミシガン、西部ニユウョーク職州では
p

2月末から4月初旬雷Gになって､､るが、その年の氣候に

よって左右されることはいうま壱もない。

液流IM期間陰短いのでは髄に9日、長い例では57H

に及ぶものがあるが、平均して34日く･らいのものである。

新芽がふくらみ出したら採液は終る。

期節の雑りに採れた液は、芽液或(ま絲液といって除り術

用されない。或る穂のバクテリヤが繁殖し･ぜ赤くなるから

である。

液の洗出は午航9時から初まり、正午までに大部分が総

わるp試醗の結果によると全砂脳の鑓％は正午伽に洗れ

1Mす液に含主れてL､る。4潅3時以後はたとえ瀧出しても

少雄電ある。

里

』

巾
Ｌ
■
軍

6．採液後の麗理・

液を採ったら窯詰めてシロップむ作るJ家庭用にする厳

ら、此のシ種ツプを瓶催詰めて空氣の入らないように密閉

し、冷晴所に貯えて漣くと、随時とり出して製菓用、調味

斜に使はれる。おそらく我々の森林で裸液しても此のシ強

ツプをとろのが閑の山であらう。

先づ液は山小屋に通んで来て、系1，－ブ或はドラム錨、
時には簡剛なカマドを作り､上に2If鍋を鯉いて液を充たし、

下から職をくべて加熱する原始的な方法がとられている。

此の際普通の部屋や蕊所は使はないようにしなければなら

ないaと､,うぬは轆分を含んだ蕪氣が､天井でも柱遁もぺ

鋲ペタにしてしまうからである。力畷してL,ろ間に沸とう

した液上而に､砂やゴミを含んだ不純物が浮んで来るから、

それを掬しとらねばならな↓・・昔は卵の白味を入れて不純

物を除いたものださう種ある。

いLシ画ツプを取るか取らないかで､･値段の上･"I稀な

開きを生ずるので､愉程注獄しなけれぽならない。バーモ
ンドあたりから出るのは非備に良愛とされているが､特に

公聴のラベルを貼って、他の市溺品と同一鯉されることを

雛うさう．ごあるが､叉それだけに念入りに作らてあるさり

だb

次の黙に注窓すれば先づ良質のシロップがとれるrとされ

5．採液

採液するには、手廻し錐で幹に穴をあけるのであるが、

地上から4尺く．らいのところが他の部分より良好で多竝の

液を分泌する。試撒に依ると全趾の51％は此の部分"､ら

諺出し､27%が恨池通ら､上部からは催に22％しか出な
い。

穴の大きさは3分乃至3分7皿の小さな穴である。こう

した小さなものでも､大きな穴同溌液が導出するし､概口
の癒合も早い。

深さはどの{恢にするか"液は外側過材の2寸5分く．ら､，

のところから出るのでお深くしても無駄であるばかりでな

く樹勢を害する供がある。したが．｡て深土は1寸7分溌庇

としそれ以上に豆るべき過ないとされ‘ていZ･

穴の澱庭1~3"-G次の様な大腿の規準に従っている。

胸r縦[題穴の鯉

】0~43寸1

14～142

烏
＝

ユ8以上3

液を採ったら木の生長に支陣があるだらうと誰しも考え

られるのであるが、殆ど影響はなし、らしい。1本の木から

360匁の砂糊がとられても、木の大さにもよるが中席の木

一〔31）一
｡

二



、

成 課ら木・から砂糊誰
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ている。

(D液にゴミや不純物が入らなし､こと、叉バクテリヤの

發生を未然に防<.b

（2）採液に使う一切の萢其は溝潔にし､蕪倣室やタンク

等桂何時も勤俄して壁な香りのしないようにして腿く

こと。

（3）液は手篭めに集め、出来るだけ早くシ宮ツプにして

,、しまう。
〈4〕シロップ凝鯛にあに到てI難描篭な濃度にする。

シロップの標準蕨批は、

15p.60の時ポーメ比亜計で測って35o.60･Gあればよ

い｡

難縮淵腿は1Q41'Cでずろ。

『5)催秀なシ$コップは曇りも沈澱物もない筈で、透明な

班珀酋G特有な香気たもって↓､ろものが、一稀良便と

とか獅に入れるとよい。

〔6〕特に注意Lなけれぽならないの職錯である。これは

絶對に使っては液らない。ハン漢でもよくない。液や

シロップが鐸すると、バケツやタンクのハン江に作

用して錯分を抽,1llしてシ域ツプを蕊撫しにずるからで

ある。〆

7．製糖

シロップ低カエデ鮪になる途中棚である。といって親鮪

を作る腱は相淵な設州と經臓が要るの壱、専門の工期か製

薬曾祗に遥つた方がよいと思う、

しかし大燈の操作は知って慨いても猟では粒いだらう。

櫟峨シ'コップを得愚に要する淵庇井越えて撤詰めると所

訓”エデクリー上或は粗糊ができ愚。

これに要-ﾗー る温庇は114oCに上げて彌沸を叙ける。湛陛

▲

されて､,ろ。いk方法は、蒸散僻から汲み出したシ画

ツプをフェルトの漉布歪こすとよい。叉或る時間グン

クの中に靜磁しておくと、オリが沈んで透明にな職。

此の虫ソクの底から2,3寸上に経をつけて獄いて､よく

澄んで来たら、栓をひねって、シロ･ツプを孜噛した雛

力噸して来たら、シロップを概して急激に35｡C位まで下

げ或る秘庇の固さになるまでかきまわしている。次いで好

翠の型に入れ･亡冷却す為と荊職が出来るのであ為。

以上概略的な話であるが､何とか山からももつとウマミ

の出るようにしたいものである｡
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o下記は會員･共ｲ山の委縮別個絡で､‘陰文に對して本曾は溌料の外､斡旋手數料として其の一瓢を申愛けまれ
厨 円

噸部・三浦林騨#碇<X･X．m)350三荊伊八郎林壷製迩學(IE21)300

鏑木徳二森林の科學的知識〔昭の25O宇野昌一理輸資際林淡製瀧學（昭10〕650
山林局本州四剛九州山岳地方戴候表〔昭2)100正木八十八日本の蝋と木蝋(昭13)500

鱒嶺鼎繍腰諦灘繍""3:::""局叔錘の鐸に係る淡艤(IXWE--40
〃〃！(待諭.竹類鋤，50石川蔵吉蝿“鯉淡の揃針<IIR1|の〃50
〃．遊林恥要髄(IIMI6)400職露地方膿村戦雲地方農家為屋及農村共同作紫場
奇森蟹林局簡穐に於ける鑑林珊喋“1の]SO經済捌査部殺計に側する綱在f昭9)180

秋ﾛI糊*局播内天然生林の施梁侭就て〔大1句180窪三郎南方の木材･林業.<昭19)120
杉-f淫蟻排ドに就てく昭の．〃30藤鳥僻太郎森林紐令の迩誉〔昭'ｳ、’50

松肌卓二衆イ鍵林業に於ける撰伐陳理350村上松行燕林髄吟の制理〔上･下〕〔昭19)500
高知蒼林局バーデン園に於ける誘林の撫育及三湘伊八郎林業賀鹸と痩脅0昭'6〕180

更新に棚するｵ誰卜“4〕’’00田村剛通園脇概愉(X14)400
鈴木茂次林業計算雛(上･下)2000依田秋剛歌築・山野300

澱謹聴蕊騨蕊撚澱‘5〉‘50､工潅職獅諏正個燕叩畔分""<fIW8)13001000諸戸北郎大日本有ﾊ噛木効刑鯰卜肌”2伽
原勝砂防謎林〈眼25〕28o金平亮三燕漣樹木総(大駒15”
山林局璽I嘘地方に於ける防風林の謎成(昭'1〕800山詠局山林要蝋<1~11)(I1"~'の珊職2"O

上弗爾閏繍瀦鮒載零辮'の:::凰奉“畔麓（,鰯~26蛾'0,0“
〃地方林務苛班〔15～21〕〔昭6～13)1000

田中野吉般新木材の剛途(昭19J550]I"騨部演習林報街<1～2め〔大9～昭15)10"10,000
山林局木材の工蕊的利用〔大2)1500R09trg:Wherr"BOok(194'の2500
*IMI一男．木材工襲法〔昭12)250Reok"gU1&Bently:ForeStMImngenlent(19m)5"

諸戸北郎木材の性擬<Mli2)300WIIg"r:DerB1"d⑱Z劃lumS@Mngtm(1gcin､

山林局ベニヤ板に閲する訓海(昭11）250鞠歌e皿<1915)500

－－〔32）－｡
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ら腐敗を恐れて水假植褥移しているが、その必要はな､､よ

う耀水假随をするならば流水であること力泌堅エ1月中|！ I賀 '■1Ⅱ旨：

■■

旬－1月下旬にサシホを]反って4月下旬さし付け、牛分近

い發捉率を側ている。但し、やはり直後さし付けの比較が

ないので、發根率が落ちているかどうかの比較はできな､，

以上雨者の結果を綜合して考えると、スギのサシホは祁

徴長期間の貯誠に耐え、所網「むれる」心配のたいように

貯蔵法を工夫すれば、秋に枝打ちしたものをサシボに使う

ことも不諏目ではないと思われる。

なお、サシホの採取が10月中旬位までに行われるなら
”」‐

ぼ､秋ざしの可鯛生もあるのではないかと思われ、時間的

努力的に可能側があるならば比較蛮醗されれば面白い。

’lト』‐了［．GI．-ITS

蓮匝なく何でも訊いて下さい。夫公の柵域者に
依執して明快な回答をして頂き意す（認築室）
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スギのサシホ貯藏について

(問）鳥取縣智頭町・八頭商佼鈴木鍵明

御尋ね致しますが、小生が勤務している場所は全園でも

宥名になって居り叢した智頭地方の林莱の町ですが、横地

方は古来より伏條挿木を以て育苗造林をなして来て居りま

したが、現今ではその姉穏にも困る状態になり、智頭町で

は全山林の約6狐は鑑林出来ずに居りまし琿縣議局でも苦

心しており表して本校に菰盈の苗木義成の研究を委託して

来ており蓑す。そこで今全闘で藤んに行はれておる密押法

を行いつ上ありますが、その一つとして従来侭、春採謝し

て課撤して居りましたのを、秋枝打した枝より採融してこ

れを越冬して春挿して承たらと腐心して居りますが、何分

にも穂の貯繊法等に苦んで居りま､詫町漁局又は縣として

も注目して袖助も出してくれて居りますが杉の挿穂の貯蔵

法に關する記事も見徴らず困っておりま誕世所に於てこ

の方法等に就きおわかりでしたら御致へ下さし1．

自家用林指定の標識について｜

総""…鰡臘急蕊皇｜
(問）

用林を指定#-る場合に、申鯖者に自家用林たることを標示・

する標注なり迩漁な欝鐡の設慨を命ずろことができますか

(答）林野寵計斑課岩田事務官

御質問では都邇府縣知噸が申鯖者に對して裸する負擢の

内容秘度が明碓でないので具臆的な溺合の解答腱なりきせ

んが．御承知の通り現行法規においては第188樵第2詞に

おいて規定するような溺合に朧鶴#次臣叉は都這府縣知噸

■
鐸
哲

業
愈
胸

隠
一

恩 (答）刺錐獄職場避林部戸田良吉

次の2つの文献がありますから、それによってお答えし

ます。

犬古殿利盛・河野久：杉の挿融地中貯裁憶就て、禰知

林友（212）：9－11．1938．

菊地擁治郎：スギ挿穂の貯識。スギの研究（佐麗鋤太

郎監修､養賢堂）：173-178.1950.

大古殿氏等は山出率を潤める震に試みたもので、さし付

gil21-71日の魂藏を行い、30日紘叢歪は山出率を潤める

は微賎職員をして自ら標識を延設させることができますが

それ以外の場合に申諦者に標識を建てさせることを弧制し

得るやケな規定はあり蓑せん。

た陰、都遁府縣知忍fが行う自家用林の指定は行政行爲で

あるので､指定を行う場合に行政行爲の附款としての負据

を行政行爲の相手方たる申舗者に課することはできるので

自家用林の標識が行政行爲の附獄である負擢として受犠な

ものである限りにおいて、申勝者に標識を建てさせること

ができるわけでありますb

避
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一

とのべている。データを見ると、さし付直前に取ったもの

がないので果して率が高まっているかどうか不明だが、56

日目の蓑ではかなり良い成談で、61日以上になると急激に

悪くなっている。jfi識法は、深さ60－布cmの穴を掘り、

サシホの束を1列にならべ、5－10cm土をかぷせ、これ

藍3－5列くりかえす｡掘出したならばすぐ9に、カルスを

､詮めないよう注意してさし付ける。

・菊池氏は翻岡管林磐での疫験の紹介で、4通りの方法を

裁み、深さ40cmに調った穴にワラを敷いて､直接土にふ

れさせない方法、および雲中の埋蔵がよいとのべている。

この場合、我シホは荒】反りのままとし，また群になってか

昭和27年3月5日印刷頒慨40回

昭和27年3月10日亜行（逵料共）

林業技術雛121鍵
（改題鋪28脇・蛮行部數11,300部＞
縄集謹行人松原茂
印刷人永野義男

印刷所三立印刷株式會祉
一一一一－

祗側法人日本林業技術協會
東京都千代田瞳六薪町7番地
砿話<33〕7627番．擬巷東京60“8番

發行所

謹

哀
全

一

＃
｝



行

蝿
諏
幸
辞
詫
癖
程
”
計
暉
露
垂
価
邸
艇
鞠
麗
訂

TheRmgyoGiiitsu(ForestTechnics)No.121
Publishedby

NipponRingyoGijitsuKyokai(JapanForestTechnicalAssociation)
之込亘司…

’
1

日本林業技術協會の新刊書は

毎月此の頁で紹介致し主す｡。。新刊案内･。｡

林業普及シリーズ

伊藤輔三箸特殊林産物の需給ご栽培學'鯛
栽培收穫編

さきに本書の需給鯛を書いた譜者は今回更に栽培收痩網を著した。所詔特殊林旗翰と稲ぜら
れろものについては極めて懇切に、分り易く而かも大抵のことを綱隠し、術給銅と併せて誇
殊林産物の賓典である。

弁上楊一郎著牧野草ご草生改良學'0墹
有蓄替艇が一般農民の常識と蹴った今日、之れと開通を有つ牧野の車生改良は牧野･農業．

息
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NO．30

No．31

林業腿係者目下の爪要課題である。
牧野の性幡を科學的に正しく判断し、之れを構成してL､る植生の名稲、生態、性状簿を腿織
をしめるぺく本邦牧野の植生･主要牧野雄の類・箪生改良法の3鍋に亘り著者はこLに錐を
採ったのである、

赫業解説シリーズ

41冊上田弘一郎著造林ご地床植物県鯛
地床髄物に柔って森林の荒慶・更新法･迭林悶種･手入の方法簿を決定する

42冊原勝箸海岸砂防造林県鯛
海岸砂防の第一人渚原林學博士が海岸砂防鎚林について一般向き腱書きおろされた珠玉繍。

－‘筵刊惨一
抹業技術叢書

第''輯違椰･理博鮒脇操著樹木の形態(鬮木“'縄）
A5版．96頁・凹版65．定脳120n(画員100M)〒】6回
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20有除年に亘る北大林學科に於ける森林樅物學の講凝を韮として樹木學としてまとめた鮪1
編である。樹木學の根底をなす樹木の形態に關し、研究並に賓際上に役立ち、かつ野外に於
ても容易に、しかも科皐的に自然に按するように特に配賦せられたもので、出来る丈け圃解
萱入れて朋語の解締に意を注いで居蕩。
林莱家が此の溌な知鐡芝身糎つけて森林に#露ろならば吾が國の林業は著しく謝進出来るでL

あろう。繊林崗木に剛する絶好の基礎蚕料。

山林局･日林協編林業用度量衡換算表
潔ケツト型(A6版)･232頁・上製・良質用紙使用・定侭圓・〒画

曾て山林局が編媒して興閣有林脇係垂職員が、日附使用し非常に役立ったもので混るが､本

麓譲蕊議職溌駕鶚謡蕊潔蹴溌票薙:鑿驚
遡扱ぴヤード・ポンド法､夫を祁互の換算表を最も役に立つように見易く作ったものである。
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